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支えあ い と 笑 顔 あ ふ れ る 思 い や り の ま ち（ 福 祉・社 会 保障）

序
論

基
本
構
想

前
期
基
本
計
画

中
期
財
政
計
画

資
料
編

チビッコ冒険広場

子ども館

ばぁば・じぃじと遊ぼう
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基本目標 5
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6
いつまでも住み続けたい
安全・安心のまち
（防災・防犯）

基 本 目 標

1
防災体制

1　防災体制の充実
2　耐震化の推進
3　地域防災力の向上
4　防災意識の高揚
5　治山・治水事業の推進

4
市民相談

1　各種相談窓口体制の充実
2　消費者保護の推進
3　消費者知識の普及啓発

2
消防・救急

1　消防力の強化
2　地域消防活動の推進
3　防火対策の推進
4　救急・救助体制の推進

3
防犯・
交通安全

1　防犯活動の推進
2　防犯意識の高揚
3　交通安全意識の啓発
4　交通安全教育の推進

基本目標

6
いつまでも
住み続けたい
安全・安心のまち
（防災・防犯）
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基本目標 6 11
●甚大な被害が想定されている南海トラフの巨大地震や、異常気象の影響と考えられる局地的
豪雨などの自然災害の発生が懸念されており、防災に対する市民の関心が高まっています。
こうした災害から市民の生命と財産を守るため、総合的な防災体制や防災機能の強化を図
るなど、市民とともに災害に強いまちづくりを進めていく必要があります。

●公共施設は、災害時には避難所や災害対策の拠点となることから、計画的に耐震化を進め
ることが重要です。また、家屋の倒壊による被害を未然に防止するため、今後も建物の耐
震診断や耐震補強への支援を行う必要があります。

●本市は、木曽川、境川、新境川、大安寺川など多くの川が流れているため、台風や局地的
豪雨などにより被害を受ける恐れがあります。計画的な治山・治水事業を進め、洪水や土
砂災害などの被害を未然に防ぐことが重要です。

●東日本大震災以降、大規模災害発生時における自助・共助の重要性が再認識されています。
「自分たちのまちは自分たちで守る」ことができる住民同士の連帯感や、地域の自主防災力
を強化することが重要です。高齢者や障がい者など、避難などに支援が必要となる災害時
要援護者への対応についても、地域で検討することが求められています。

●本市では、自主防災組織が中心となって行う防災訓練や防災リーダーの育成など、市民及
び地域の防災力を強化するための取り組みを行っています。市全体で災害に強いまち、減災
のまちをつくっていくためには、今後も取り組みの推進を図るとともに、防災に対する意識
をさらに高めていくため、防災の知識や技術の普及啓発を進める必要があります。また、事
業者においても被害を最小限にする防災の視点と、事業活動の維持または早期回復を目指
す事業継続の視点の両面から対策を検討しておく必要があります。

防災体制
現状・課題

予測震度 建物被害 火災
（焼失棟数） 死者 負傷者 避難者

６弱
全壊 半壊 19棟

※冬の午後 6時
発生

40 人
※冬の午前５時
発生

917 人
※冬の午前５時
発生

14,487 人揺　れ 661 棟 4,365 棟
液状化 2,347 棟 3,578 棟

南海トラフの巨大地震発生時の想定被 害 状 況

資料：岐阜県　東海・東南海・南海地震等被害想定調査（平成 25年 2月）
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序
論

基
本
構
想

前
期
基
本
計
画

中
期
財
政
計
画

資
料
編

いつ ま で も 住 み 続 け た い 安 全 ・ 安 心 の ま ち （ 防 災 ・防犯）

●起こりうる災害に対して、自助・共助・公助それぞれについての災害対応力を高め、
互いに連携することで、被害を最小限に抑えられる災害に強いまちになっています。
●各家庭、地域での防災意識が高まり、市民の災害に対する備えができています。

目指す姿

施策の方向性

取り組み 内容

防災体制の充実

●社会情勢の変化や市民ニーズを的確に捉え、必要に応じて「地域防
災計画」の見直しを行います。

●避難所となる公共施設や防災備蓄倉庫などへの非常用物資及び資機
材などの配備を拡充し、防災拠点の充実を図ります。

●災害発生時における初動、救助、復旧体制の確立及び生活物資を確
保・供給するため、関係団体や事業者との連携を強化します。

1

耐震化の推進 ●災害による被害を軽減するため、市内建物の耐震化を支援するととも
に、災害復旧や救助活動の拠点となる公共施設の耐震化を進めます。2

治山・治水事業
の推進

●自然環境の保全に配慮しながら、治山・治水事業を促進します。5

地域防災力の
向上

●災害が起きた際、地域防災の初動活動が迅速、的確に行えるよう、
自主防災組織の活動の推進を支援するとともに、防災リーダーとなる
人材を育成します。

●高齢者や障がい者などの災害時要援護者の把握に努め、災害時要援
護者台帳の情報更新を行うとともに、地域との情報共有に努めます。

3

防災意識の高揚

●防災に対する知識の向上を図るため、出前講座や広報紙などを通じ
て、災害に対する普段からの心構えや減災対策の普及、啓発に努め
ます。
●実際の災害を想定した実践的な総合防災訓練や地域防災訓練の実施
により、市民、防災関係機関、行政の連携体制を確立するとともに、
防災意識の高揚と防災対応力の向上を図ります。

●企業における災害時の対応力向上を図るため、商工会議所などと連
携し、BCP（事業継続計画）策定の啓発に努めます。

4



114

基本目標 6

事業の達成指標

目標値
現状値項目名

災害用備蓄品を準備している世帯の割合

防災リーダー育成数

災害時の一次避難所を知っている
市民の割合

木造住宅耐震診断件数

57.2％
（H26）

46 人
（H25 末）

90.0％
（H26）

858 棟
（H25 末） 1,458 棟

69 人

平成 3 1 年

up

up

●日頃から、自宅や職場等の避難場所を確認しておきましょう。
●防災訓練に参加して、防災意識を高めましょう。
●防災について、家族や地域で話しあいましょう。

市民ワークショップからの意見

防災ひとづくり講座
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いつ ま で も 住 み 続 け た い 安 全 ・ 安 心 の ま ち （ 防 災 ・防犯）

序
論

基
本
構
想

前
期
基
本
計
画

中
期
財
政
計
画

資
料
編

防災訓練

防災備蓄倉庫
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基本目標 6

消 防・救急
22

●建物の高層化や住宅構造の複雑化に伴い、火災などの災害は複雑、多様化する傾向にあり
ます。このような様々な災害に適切に対応できるよう、消防水利や資機材等の整備、消防技
術の向上などの消防力の強化が求められています。

●迅速かつ的確な消防、救助活動を行うためには、消防職員一人ひとりの知識と技術を向上
させていく必要があります。多様化する災害に適切に対処できるように、効果的な訓練など
を実施することが重要です。

●本市では、消防団に加えて、消防団員経験者や退職消防職員による消防ボランティア隊を
編成し、地域での消防活動、火災予防活動を通じて地域住民の安全・安心な生活の確保に
努めてきました。近年消防団員等の確保が困難となってきており、活動への市民の理解や参
加意識の向上が課題となっています。

●火災の未然防止及び被害の軽減を図るためには、市民の火災に対する意識向上が重要です。
そのため、市民や事業者に対して、各種訓練、講座、火災予防啓発活動などを行うことにより、
火災予防知識の普及に努めていく必要があります。また、建物火災における被害の多くは住
宅火災によるものであり、今後一人暮らし世帯や高齢者世帯が増加すると想定されることか
ら、住宅用火災警報器の設置と維持管理の徹底を図る必要があります。

●高齢化社会の到来などにより、救急出動が増加傾向にあります。救急救命士の養成や高度救命
技術の取得などにより救急体制を強化し、救命率の向上を図っていくことが求められています。

●本市では、市内の公共施設へのAEDの設置にあわせて、市民がAEDを使うことができる
よう、救命講習を実施しています。市民の応急手当の知識と技術を高めることは、一刻を争
う緊急時に命を守ることにつながるため、今後も市民に対する知識と技術の普及、啓発を進
めていく必要があります。

現状・課題
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いつ ま で も 住 み 続 け た い 安 全 ・ 安 心 の ま ち （ 防 災 ・防犯）

序
論

基
本
構
想

前
期
基
本
計
画

中
期
財
政
計
画

資
料
編

●消防施設等の充実や消防職員の任務遂行能力の向上が図られています。
●地域消防防災力の中核として、消防団等が活躍しています。
●家庭での防火対策及び企業での防火管理が徹底されています。
●救急業務の高度化が図られ、救命率が高まっています。
●多くの市民が応急手当を実施することができています。

目指す姿

原因別火災発生件数
（単位：件）

平成 21年 平成 22年 平成 23年 平成 24年 平成 25年
たばこ 8 4 16 11 6
放火 3 2 1 3 －
放火の疑い 2 1 1 3 －
こんろ 5 2 2 2 2
たき火 － － － － 6
炉・焼却炉 1 2 3 － 1
配線器具・電気機器等 2 1 5 3 1
火遊び 4 3 2 1 1
その他 9 17 12 16 17
不明 7 20 9 3 12
合計 41 52 51 42 46

資料：消防本部

4,200

4,400

4,600

4,800

5,000

5,200

5,400

5,600

5,800

［ 救急活動状況の推移］

資料：消防本部

H21 H22 H23 H24 H25

4,670

4,995
5,051

5,145
5,246

4,904

5,347 5,331

5,515
5,603

（年）

搬送人員（人）出動件数（件）
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基本目標 6

事業の達成指標

目標値
現状値項目名

火災予防を心がけている市民の割合

救急救命士搭乗率

住宅用火災警報器条例適合率

救命講習受講者数

87.7％
（H26）

89.7％
（H25 末）

63.1％
（H26）

31,214 人
（H21～25の合計）

35,000 人
（H27～31の合計）

100.0％

78.0％

平成 3 1 年

up

●家庭において、住宅用火災警報器を設置するとともに、消火器等を準備しましょう。
●消防団活動に積極的に参加し、地域の防火体制を強化しましょう。

市民ワークショップからの意見

地域消防活動の
推進

●地域消防の担い手である消防団員等の確保に努めるとともに、消防
団施設や車両、装備などの充実により、消防団活動の強化を図ります。2

防火対策の推進

●火災予防運動や講座などの開催により、市民の防火知識の向上を図
るとともに防火意識の啓発に努めます。
●火災発生時の逃げ遅れによる死者を防ぐため、住宅用火災警報器の
設置と維持管理の徹底を図ります。

3

救急・救助体制
の推進

●救命率の向上のため、計画的に救急救命士を養成し、すべての救急
車で高度な救急業務が実施できるよう努めます。

●複雑化する各種災害に対応するため、高規格救急車や救助工作車、
高度救助資機材の整備を進めます。

●市民の誰もが応急手当ができるよう、知識と技術の普及を図ります。

4

施策の方向性

取り組み 内容

消防力の強化

●消防の任務遂行が機能的かつ効果的に行えるよう、消防本部、消防
団施設及び消防水利の整備を進めます。

●迅速で効果的な消火活動を行うため、消防車両や消防資機材の整備
を行うとともに、適正な人員を確保しつつ、消防職員の知識と技術
の向上を図ります。

1
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いつ ま で も 住 み 続 け た い 安 全 ・ 安 心 の ま ち （ 防 災 ・防犯）

序
論

基
本
構
想

前
期
基
本
計
画

中
期
財
政
計
画

資
料
編

応急手当講習

消防団活動
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基本目標 6

防 犯・交通安全
33

●少子高齢化や地域のつながりの希薄化などに伴い、地域の犯罪抑止機能や社会的な規範意
識の低下が懸念されています。また、都市化の進展や手口の巧妙化などにより、市民が犯
罪に巻き込まれる危険性が高くなっています。

●本市の刑法犯の認知件数は減少傾向にありますが、年間 2,000 件を超えており、その中で
も特に窃盗が 7割以上を占めています。地域の安全を守るためには、警察だけでなく、地
域住民、行政がそれぞれの役割を担い、連携しながら地域の防犯体制を確立していくことが
重要です。特に、住民同士のつながりが強い地域は、犯罪が起こりにくい傾向にあるため、
地域ぐるみでの防犯対策が求められます。

●本市には、国道 21号や主要地方道江南関線などの幹線道路が市内を通過しており、交通
量が多いことから、交通事故防止を図っていくことが重要です。交通事故の多くは、交通ルー
ルやマナーを無視したモラルの低下に起因することから、幅広い啓発活動の展開などにより、
交通安全に対する意識を高めていくことが必要です。

●交通事故の被害者の多くは、子どもと高齢者となっています。交通事故を防止するため、年
齢に応じた交通安全教育の徹底をさらに進めていく必要があります。

現状・課題

凶悪犯 粗暴犯 窃盗犯 知能犯 風俗犯 その他 総数
平成 21年 11 49 1,823 41 24 377 2,325
平成 22年 2 41 1,808 45 20 396 2,312
平成 23年 8 36 1,817 30 26 414 2,331
平成 24年 8 55 1,745 46 55 375 2,284
平成 25年 6 49 1,477 63 78 366 2,039

刑法犯の認知件数の推移

資料：各務原警察署

単位：件

総件数
（件）

人身交通事故
件数（件）

死者数
（人）

負傷者数
（人）

物損交通事故
件数（件）

平成 21年 5,761 1,042 8 1,405 4,719
平成 22年 5,839 1,055 6 1,453 4,784
平成 23年 5,834 917 5 1,193 4,917
平成 24年 5,774 802 8 1,042 4,972
平成 25年 5,819 850 10 1,155 4,969

交通事故発生状況の推移

資料：各務原警察署
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いつ ま で も 住 み 続 け た い 安 全 ・ 安 心 の ま ち （ 防 災 ・防犯）

序
論

基
本
構
想

前
期
基
本
計
画

中
期
財
政
計
画

資
料
編

●交通ルールが守られており、交通事故のない安全な環境が整っています。
●市民の防犯意識が高く、自主的な防犯活動や対策がとられています。

目指す姿

事業の達成指標

目標値
現状値項目名

交通マナーが良いまちだと感じる
市民の割合

犯罪認知件数（年間）

治安が良いまちだと感じる市民の割合

人身交通事故発生件数（年間）

42.1％
（H26）

2,039 件
（H25 実績）

61.0％
（H26）

850 件
（H25 実績） 765 件

1,835 件

平成 3 1 年

up

up

●夜間、歩いたり自転車に乗る時は、反射タスキ等を利用して事故から身を守りましょう。
●親子で交通マナーを学びましょう。
●危険な場所の情報をみんなで共有しましょう。
●ウォーキング等で市民の防犯の目を増やし、犯罪防止に努めましょう。

取り組み 内容

防犯意識の高揚 ●市民一人ひとりが犯罪に対する危機感を持ち被害を回避できるよう、
防犯対策の啓発や防犯に関する情報の提供に努めます。2

交通安全意識の
啓発

●交通事故のない社会の実現を目指し、警察や関係団体などと連携し
た交通安全運動を展開することで、交通安全意識の高揚を図ります。3

防犯活動の推進

●警察や防犯協会連合会などの関係団体、地域住民との連携を強化し、
地域での防犯活動を推進します。

●地域の防犯活動団体へ装備品を配布するなど、自主的な防犯活動の
支援を行います。

1

交通安全教育の
推進

●交通ルールの周知やマナーの向上を図るとともに交通事故防止のた
め、交通弱者である子どもや高齢者を中心に、交通安全教室や出前
講座を行います。

4

施策の方向性

市民ワークショップからの意見
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基本目標 6 4
市民相談
4

●社会環境の急激な変化や経済状況の悪化に伴い、深刻な悩みや不安、複雑なトラブルを抱
えている市民が増加しており、また相談内容もより専門的なものが増えています。専門家に
よる適切な助言が受けられる各種相談窓口の需要が高まっています。

●経済活動の高度情報化、グローバル化、取引形態の多様化などに伴い、新たな消費者問題
や悪質商法による被害が増加傾向にあります。市民が正しい知識を身につけ、トラブルを未
然に防止できるような支援や、消費者権利の保護が課題となっています。

●消費生活に関する犯罪の手口は、年々巧妙化しています。また、子どもや高齢者が被害に遭
うことも多く、本人がトラブルに巻き込まれた意識がない場合もあります。市民がトラブル
に巻き込まれないよう、消費生活に関する正しい知識や情報の普及啓発をより一層行ってい
く必要があります。

●消費生活に関するトラブルや犯罪は、本人の意識を高めることはもちろん、周囲のネットワー
クによって防止することができます。家族や隣近所の人など、まわりの見守りや声かけ、相
談などによる被害の未然防止を進めていくことが大切です。

現状・課題

平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度
消費生活相談 167 218 224 261 291
一般相談 540 491 491 369 458
法律相談 317 301 308 283 315
家庭相談 119 155 115 132 111

女性のための
法律相談 49 57 58 50 48

税務相談 66 55 73 66 68
交通事故相談 8 11 6 15 9

登記・
土地境界相談 65 71 70 65 71

結婚相談 1,299 1,375 1,314 1,211 1,315

主な市民相談件数

資料：まちづくり推進課

単位：件
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いつ ま で も 住 み 続 け た い 安 全 ・ 安 心 の ま ち （ 防 災 ・防犯）

序
論

基
本
構
想

前
期
基
本
計
画

中
期
財
政
計
画

資
料
編

［ 消費生活相談　相談内 容 分 類 別 件 数の推 移］
平成23年度 平成24年度 平成25年度

（件）
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●社会情勢の変化や市民の様々な相談ニーズに対応した、きめ細かな相談体制が整えら
れています。
●市民が消費者トラブルに巻き込まれることなく、安全・安心な消費生活を送ることが
できています。
●消費者トラブルに対して、迅速・的確な支援体制ができています。

目指す姿

衣食住 貸借 土地
建物

金融 ･
保険

車両 ･
運輸・
通信

教育 ･
娯楽

保健 ･
福祉 その他 総件数

平成 23年度 18 8 24 52 59 27 10 26 224
平成 24年度 36 13 18 40 63 37 9 45 261
平成 25年度 45 8 41 26 87 35 24 25 291

資料：まちづくり推進課

単位：件

消費生活出前講座
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基本目標 6

事業の達成指標

目標値
現状値項目名

消費者トラブル時の相談場所を知っている
市民の割合

消費生活相談件数（年間）

28.3％
（H26）

291 件
（H25 実績） 380 件

平成 3 1 年

up

●正しい消費者知識を身につけ、トラブルに巻き込まれないようにしましょう。
●隣近所の人を見守り、消費者トラブルを地域ぐるみで防止しましょう。

取り組み 内容

消費者保護の
推進

●消費生活に関する様々なトラブルに対応するため、消費生活相談体
制の強化と相談窓口の周知を図り、消費者被害の救済と消費者保護
に努めます。

●国民生活センター、県民生活相談センターなどの関係機関との連携
を強化し、消費者被害の未然防止を図ります。

2

消費者知識の
普及啓発

●警察と連携したわかりやすい出前講座の開催や、子どもの頃から正
しい消費者知識を身につけるため、学校へ消費生活相談員を派遣す
るなど、消費生活に関する学習機会の充実を図ります。
●消費生活に関する必要な情報を市民に提供することで、消費者知識
の向上に努めます。

3

各種相談窓口
体制の充実

●相談内容に応じた適切な対応ができるよう、各種相談体制の充実を
図ります。1

施策の方向性

市民ワークショップからの意見
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7
便利で快適に
暮らせるまち
（基盤整備）

基 本 目 標

3
上下水道・
河川

1　水道水の安定供給
2　公共下水道（汚水）の整備及び
維持管理

3　公共下水道（雨水）及び河川の整備

1
都市空間

1　適正な土地利用の推進
2　魅力的な都市空間の形成
3　公園・緑地の保全
4　岐阜基地周辺環境の整備

基本目標

7
便利で快適に
暮らせるまち
（基盤整備） 2

交通体系
1　広域幹線道路の整備
2　市内幹線道路・生活道路の整備

4
都市基盤の
機能強化

1　公共施設の長寿命化
2　施設の高付加価値化

5
公共交通

1　公共交通ネットワークの形成
2　ふれあいバスの運行
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基本目標 7 11
●これまで、「都市計画マスタープラン」をはじめとする各種計画に基づく計画的な土地利用を
推進してきました。引き続き、少子高齢化の進展など社会の潮流を考慮し、市街化の誘導、
商業地域や農業振興地域の設定に取り組み、適切な土地利用を推進していく必要があります。

●基本構想で区分した、四季を美しく彩る北部の里山を中心とする「やすらぎゾーン」、都市
機能が集積している市街地を中心とする「にぎわいゾーン」、居住空間や田畑を中心とする「暮
らしのゾーン」、観光やレジャーで人々が集う木曽川河畔一体を中心とする「ふれあいゾーン」
の土地利用形態に基づき、各ゾーンの特性を活かした土地利用に取り組む必要があります。

●誰もが安心して暮らすことができる空間を形成するため、公共施設の改修や整備においては、
利便性、安全性に配慮し、段差などの障壁を取り除くバリアフリーと、すべての人が利用し
やすいよう配慮するユニバーサルデザインの観点から整備を進めていくことが必要です。

●本市は、平成 17年度に「景観計画」を策定し、重点風景地区や景観地区の指定を行うなど、
地域資源を活かし、調和のとれた美しい都市景観の形成に取り組むとともに、市民が豊かさ
や潤いを実感できるやすらぎのある生活空間の形成に向け、適切な景観、開発、建築指導
により、快適性や安全性の確保を図りながら、質の高い住環境の形成に努めてきました。

●また、本市のなだらかな里山、雄大な木曽川、まちなかを流れる美しい河川など、恵まれた
自然環境を活かしながら、豊かな自然に彩られた公園や緑地の整備、公共施設や民家の緑
化推進など、市民が自然とふれあうことができる環境づくりに取り組んできました。今後も、
市民、地域の協力を得ながら緑化の保全や整備を推進していきます。また、身近に自然や
緑を感じることができる環境を守っていくとともに、自然とふれあいながら気軽に散策できる
歩行空間や、水辺を活用した親水性の高い空間の整備を行うことが重要です。

●本市には航空自衛隊岐阜基地があり、地域の航空機産業の発展に深く関わってきました。そ
の一方、航空機の離着陸に伴う騒音は、市民の生活環境に大きな影響を与えています。基
地と共存するまちとして、騒音などの障害防止対策や緩和対策を促進することが大切です。

都市空間
現状・課題
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便 利 で 快 適 に 暮 ら せ る ま ち （ 基 盤 整備）

序
論

基
本
構
想

前
期
基
本
計
画

中
期
財
政
計
画

資
料
編

●計画的な市街地の形成、適正な土地利用が図られています。
●公共施設のバリアフリー化など安全で快適な市街地整備が推進されています。
●適切な景観、開発、建築指導により、質の高いまちなみが形成されています。
●豊かな自然が保全されているとともに、緑あふれる公園が適切に維持管理されています。

目指す姿

施策の方向性

取り組み 内容

適正な
土地利用の推進

●住宅系、工業系、商業系、農用地等、目的別に区分けされた秩序あ
る土地利用の誘導を図り、計画的で機能的な土地利用を進めるとと
もに、未利用地の有効活用について、その方向性を検討します。
●多くの市民が利用する鉄道駅等の公共的な施設のバリアフリー化に
関係機関と連携して取り組み、快適に暮らすことができるまちづくり
を推進します。
●新加納地区の立場や川島地区のごんぼ積み等、地域の特性に応じた
特徴あるまちづくりを推進します。

1

魅力的な
都市空間の形成

●拠点となるエリアの整備や住民の意向を反映した市街地整備など、
市民にも市を訪れた方にも、快適で個性があふれる都市空間の形成
を行います。
●調和のとれた景観づくりの推進、地域の特性に応じたまとまりのある
開発、建築指導により、愛着や誇りを育む質の高い住環境の維持、
向上に取り組みます。

●全国的に増加傾向にある空き家について、防犯や環境、安全面で管
理が不十分な場合は警察等の関係機関と連携しながら所有者に適正
な管理を働きかけるとともに、地域の支えあいの場としての利用など
有効活用を図ります。

2

公園・緑地の
保全

●生活に憩いをもたらす地域資源として、市民や事業所、行政が一体
となり、緑化活動やその保全、緑豊かな公園の整備に取り組みます。
●河川敷を利用したサイクリングロードの整備や休憩施設の設置など、
人々が集い、賑わいを感じ、子育て世代等、家族で余暇を楽しむこ
とができる親水性の高いレクリエーション施設等の整備を行います。

3

岐阜基地周辺
環境の整備

●岐阜基地周辺において、騒音など障害の緩和対策を促進します。
●市民の地域活動の拠点となるコミュニティ施設について、国の補助
金を活用しながら改修等を実施します。

4
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基本目標 7

事業の達成指標

目標値
現状値項目名

自然と調和した美しいまちなみが
整っていると感じる市民の割合

都市緑化に対する助成件数

歩道を安心して通ることができると感じる
市民の割合

69.7％
（H26）

446 件
（H25 末）

51.9％
（H26）

600 件

平成 3 1 年

up

up

●自宅周辺の緑化や清掃を行い、景観を美しく保ちましょう。
●街路の美化清掃活動を行いましょう。

市民ワークショップからの意見

学びの森周辺
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便 利 で 快 適 に 暮 ら せ る ま ち （ 基 盤 整備）

序
論

基
本
構
想

前
期
基
本
計
画

中
期
財
政
計
画

資
料
編

桜並木（新境川周辺）

学びの森



130

基本目標 7

交 通体系
22

●道路は、人々の交流や産業の振興、沿道立地の促進による都市の活性化に寄与し、また、
災害時には緊急輸送の機能を担うなど市民の暮らしを支える大切な都市基盤です。市街地
を東西に結ぶ「東西市街地ライン」や、本市と他都市を結び、人や産業の活性化をもたらす「南
北広域交流ライン」を中心とする広域幹線道路網のさらなる機能強化に努めていくことが必
要です。

●広域幹線道路網の整備に国や県と連携して取り組み、市内幹線道路の整備とあわせて円滑
に移動できる交通ネットワークを構築するとともに、緊急車両の進入が困難な狭あい道路の
拡幅など、生活に身近な道路についても整備を進めていく必要があります。

●また、市内の生活道路については、防災面や交通面での安全性を高めるため、適正な管理
に努めるとともに、歩道の設置、段差解消などのバリアフリー化を進め、市民が安心して利
用できる道路環境をつくり上げていくことが大切です。

現状・課題

幹線道路網図 （都）犬山東町線バイパス

●本市と近隣市町とを結ぶ主要な広域幹線道路が整備されています。
●交通混雑箇所の解消、自転車利用を視野に入れた道路など、利便性や安全性の高い
市内幹線道路が整備されています。
●狭あい道路の改善や舗装、側溝整備など、身近な生活道路が整備されています。

目指す姿
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便 利 で 快 適 に 暮 ら せ る ま ち （ 基 盤 整備）

序
論

基
本
構
想

前
期
基
本
計
画

中
期
財
政
計
画

資
料
編

施策の方向性

取り組み 内容

広域幹線道路の
整備

●国、県、近隣自治体との連携により、人々の交流や産業振興、緊急
輸送道路として都市の活性化に寄与する広域的かつ機能的な道路交
通体系の確立に努めます。

●国に対して、（都）坂祝バイパス線の早期完成や地域高規格道路岐
阜南部横断ハイウェイの建設を積極的に要望します。

●県に対して、（都）各務原扶桑線、（都）犬山東町線バイパス、（都）
岐阜鵜沼線、（都）日野岩地大野線、（主）川島三輪線などの広域
幹線道路の整備促進を、あらゆる機会を活用して積極的に働きかけ
ます。

1

市内幹線道路・
生活道路の整備

●市内を円滑に移動できるよう市内幹線道路の整備を計画的に進める
とともに、市民が安全で快適に通行できるよう歩行者や自転車に配
慮した道路整備に取り組みます。

●舗装や側溝整備など市民に身近な生活道路の適切な維持管理や、安
全・防災機能などの向上を目的に、歩道の設置、段差解消などのバ
リアフリー化、また、防災・救急等の点から、住民の協力を得なが
ら狭あい道路の改良を進めます。

2

事業の達成指標

目標値
現状値項目名

円滑に移動できる道路網が整備されている
と感じる市民の割合

狭あい道路整備件数

市道整備（新設・改良）延長

歩道バリアフリー化整備延長

53.8％
（H26）

15 件
（H25 末）

－

－ 8,000m

45 件

7,000m

平成 3 1 年

up

●安全に道路を利用しましょう。
●身近な生活道路を清掃しましょう。

市民ワークショップからの意見
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基本目標 7

上 下水道・河川
33

●上水道は、市民生活や経済活動において欠くことができない大切なライフラインです。災害に強
い安定した給水体制を確立するため、水道施設の整備・維持管理に努めていく必要があります。

●本市では、地下水を水源としたミネラル豊富なおいしい水道水を供給しています。市民が常
に安心して、安全な水道水を飲むことができるよう、引き続き、水質管理を徹底するとともに、
広報活動などによって、本市の水道水に対する市民の理解を高めていく必要があります。

●下水道については、市街化区域を中心に計画的に整備を進めてきており、下水道普及率は
平成 25 年度末時点で77.1％と、全国平均 77.0％、県平均 73.4％と比較し、ほぼ同水準
で普及が進んでいます。今後も、投資効果の高い区域を中心に、計画的に下水道の整備に
取り組むとともに、整備区域内において早期の接続を働きかけていくことが必要です。

●年々激化する局地的な豪雨により、家屋への浸水や道路冠水など市民生活への被害リスク
が増大しています。雨水の流出抑制を図るため、貯留浸透施設など総合的な雨水対策に取
り組むことが重要です。

●本市には、田園地帯から市街地を流れて木曽川に至る新境川や大安寺川など、それぞれの
地域で良好な環境資源となっている河川があります。市内を流れる河川について、国、県と
連携しながら、適切な管理に努めていくことが大切です。

現状・課題

水道啓発事業

●上水道、下水道が適切に整備、管理され、市民の快適な生活が確保されています。
●雨水幹線、河川、貯留浸透施設の整備により、豪雨などによる浸水被害から市民の生
命や財産が守られています。

目指す姿

65

70

75

80

［ 下水道普及 率の推 移］

資料：下水道課

H22 H23 H24 H25 H26（年度）

（％）

67.5

71.3
73.1

75.4
77.1
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便 利 で 快 適 に 暮 ら せ る ま ち （ 基 盤 整備）

序
論

基
本
構
想

前
期
基
本
計
画

中
期
財
政
計
画

資
料
編

施策の方向性

取り組み 内容

水道水の
安定供給

●将来にわたって良質な水道水を安定して供給するため、水源地や配
水管の耐震化など災害に強い施設・設備の整備を進めます。

●本市の水道水について、ウェブサイトやイベントなどで積極的な広報
活動を行い、市民の理解と関心を高めます。

1

公共下水道
（汚水）の整備
及び維持管理

●市街化区域への公共下水道（汚水）の効果的な整備及び適切な維
持管理を実施するとともに、市街化調整区域の既存集落への下水道
管渠布設について検討し、普及率の向上に努めます。

●下水道への接続を促進することにより、快適な生活環境の維持、向
上や流域の水質保全に努めます。

2

公共下水道
（雨水）及び
河川の整備

●近年増加している局地的な豪雨による浸水被害を防ぐため、雨水幹
線や貯留浸透施設等の公共下水道（雨水）の整備を推進します。

●老朽化した河川施設の改修や補修を行い、適切な維持管理に努めます。
3

事業の達成指標

目標値
現状値項目名

各務原の水道水を安心して飲むことができる
と感じる市民の割合

雨水幹線整備延長

下水道普及率

水道管路の耐震化率

79.9％
（H26）

37km
（H25 末）

77.1％
（H25 末）

23.6％
（H25 末） 33.4％

39km

83.5％

平成 3 1 年

up

● “各務原 ”の水道水を飲みましょう。
●ビル・マンション等の貯水槽を適切に維持管理しましょう。
●下水道が整備されている地区では、下水道への接続を進めましょう。

市民ワークショップからの意見
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基本目標 7 4
都市基盤の機能強化

4
●人口減少が進む中、公共施設は、選択と集中、重点化の視点により、「つくる」ことを中心
とした考え方から既存施設を「活かす」ことへの転換が必要となっています。計画的に維持
管理や改築、更新などを実施し、長期的に活用していくことが重要となっています。

●多くの自治体で、高度経済成長期を中心に公共施設が数多く建設されました。そして、近
年ではそれらの施設が一斉に更新時期を迎え、老朽化対策や耐震改修などにかかる負担が
増大していることが全国的に問題となっています。本市においても、限られた財源において、
持続可能な施設の更新計画を立てることが求められています。

●少子高齢化の進展、市民ニーズの多様化が進む中、市民が期待する役割や機能に応えられ
る施設の整備・運営が求められています。公共施設の利用状況や維持管理費用などを考慮
した上で改修等に取り組むとともに、複合的な機能を有し、多様な価値を持つ都市基盤を
整備していくことが必要です。

現状・課題

●路面舗装、歩道橋、橋梁等の道路構造物、公園施設、公共下水道施設の補修が計画
的に行われ、既存の施設が大切に活用されています。
●補修工事の際に、施設の状況を踏まえ、補強や耐震などの機能強化が図られています。

目指す姿

落橋防止構造（緩衝チェーン設置）
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便 利 で 快 適 に 暮 ら せ る ま ち （ 基 盤 整備）

序
論

基
本
構
想

前
期
基
本
計
画

中
期
財
政
計
画

資
料
編

施策の方向性

取り組み 内容

公共施設の
長寿命化

●長寿命化計画に基づく既存ストック（道路構造物、橋梁、公園施設、
下水道等）の改築・更新時期を平準化することで、老朽化により増
加が見込まれる経費の縮減や、施設機能を将来にわたって十分に活
用できるよう効率的な維持管理に努めます。

1

施設の
高付加価値化

●改修、補修を行うだけではなく、耐震等の付加価値を与えるなど機
能強化を伴う整備に取り組みます。2

事業の達成指標

目標値
現状値項目名

身近な公園や道路などで再生が図られ、
利用しやすくなったと感じる市民の割合

橋梁耐震補強・補修箇所数

幹線道路の舗装打換実施路線数

公園施設の長寿命化・リニューアル数

53.1％
（H26）

－

－

41 箇所
（H25 末） 85 箇所

15 橋

6 路線

平成 3 1 年

up

●道路や公園などの公共施設に異常を発見した場合は、速やかに市に連絡しましょう。

市民ワークショップからの意見

舗装打換工事
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基本目標 7 5
公共交通
5

●公共交通は、高齢化の進展や環境問題などの諸課題に適切に対応する有効な手段のひとつ
であり、地域住民、交通事業者、行政が一体となって活性化に取り組む必要がある重要な
分野です。

●本市には、JR高山本線と名鉄各務原線の2本の鉄道が走っており、合わせて16の鉄道駅
があります。その他、民間交通事業者による路線バスや高速バスに加え、各地域には平成
12年より市が運行するふれあいバスが走っており、市民の足として活用されています。

●自家用車の普及に伴い、全国的に鉄道やバスの利用者が減少し、特に都市部以外では、そ
の存続が困難になる地域も出てきていますが、今後、高齢化が進むことで、自動車の運転を
控える方の増加も見込まれます。利便性を高めることにより、自動車等の所有にかかわらず
利用率の向上を図るとともに、公共交通を確保・維持することが必要となっています。

●本市の将来像を見据え、公共交通が果たすべき役割を整理するとともに、鉄道、路線バス、
ふれあいバスなどが連携した公共交通ネットワークを形成し、その維持、活性化に向け、地
域住民、交通事業者、行政が一体となった取り組みを戦略的に進めていくことが必要となっ
ています。

現状・課題

ふれあいバス
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施策の方向性

取り組み 内容

公共交通
ネットワークの
形成

●鉄道、路線バス、ふれあいバスなど各路線の役割と確保すべきサー
ビスを明確にするとともに、鉄道を軸に、路線バスやふれあいバスな
ど、多様な交通サービスが相互に連携した一体的な公共交通ネット
ワークを形成します。

1

ふれあいバスの
運行

●様々な機会を通して市民や利用者の声を収集し、地域の実情や利用
者のニーズにあわせた継続的な改善を行うことで利便性の向上を図
ります。
●地域の有効な移動手段として市民に愛され、持続的な運行が可能に
なるよう、地域住民、交通事業者、行政が一体となった取り組みを
戦略的に進め、一層の利用促進に取り組みます。

2

事業の達成指標

目標値
現状値項目名

ふれあいバスを利用しやすいと感じる
市民の割合

ふれあいバスの年間利用者数

14.8％
（H26）

135,620 人
（H25 実績）

200,000 人
以上

平成 3 1 年

up

●鉄道やバスを積極的に利用しましょう。
●バスの乗り方サポートやバス停周辺の清掃、緑化など便利で快適に乗車できる環境づくりに取り組みましょう。

市民ワークショップからの意見

便利で快適に暮らせるまち（基盤整備）

序
論

基
本
構
想

前
期
基
本
計
画

中
期
財
政
計
画

資
料
編

●地域住民が利用しやすい公共交通ネットワークが形成されています。
●ふれあいバス等が市民の移動手段として活発に利用されています。

目指す姿
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基本目標 7
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8
賑わいと創造性を感じる

活力あるまち
（産業）

基 本 目 標

基本目標

8
賑わいと

創造性を感じる
活力あるまち
（産業）

1
都市ブランド

1　かかみがはらブランドの形成
2　かかみがはらブランドの発信

3
商業

1　商業･サービス業の振興
2　新たな事業や起業への支援

2
工業

1　企業誘致と市内企業の活性化
2　ものづくりの高度化
3　産学官の連携強化

5
農業

1　農地の保全と活用
2　新規就農者の育成
3　農産物の生産支援
4　農業基盤整備の推進
5　地産地消の推進
6　農商工連携の促進
7　森林の保全と活用

4
観光・交流

1　魅力ある観光プランの充実
2　観光資源のブランド化
3　観光振興に向けた連携の強化
4　かかみがはら航空宇宙科学博物館
の充実

5　都市間交流の推進

6
雇用

1　多様な人材の育成
2　次代を担う人材の育成
3　就労を支援する環境整備
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基本目標 7基本目標 8 11
●人口減少が進展する中、まちの活性化を図るためには、移住・定住促進の取り組みを推進し、
人口減少に歯止めをかける必要があります。本市の良好な都市イメージを市内外に発信し、
まちの発展の原動力となる人や企業をさらに惹きつける取り組みが求められています。

●本市は、歴史・文化や産業、住環境などにおいて優れた資源を有していますが、知名度は
十分ではありません。今後、全国的に人口が減少することで、地域間競争がますます激化す
ることが予想されるため、都市ブランド化の推進による知名度の向上が重要となっています。

●本市では、ドラマやCM制作、巻物形式による魅力ＰＲパンフレット作成、フィルムコミッショ
ン事業推進等のシティプロモーションにより、都市イメージの発信を行ってきました。今後は、
「かかみがはらブランド」のビジョンを基に、戦略的な事業展開を推進する必要があります。

都市ブランド
現状・課題

ＣＭロケハン

ドラマ撮影
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序
論

基
本
構
想

前
期
基
本
計
画

中
期
財
政
計
画

資
料
編

賑 わ い と 創 造 性 を 感 じ る 活 力 あ る ま ち （ 産業）

●かかみがはらブランドの価値を高め、市内外に発信することにより、移住・定住促進
につながっています。

目指す姿

施策の方向性

取り組み 内容

かかみがはら
ブランドの形成

●ブランド戦略に基づき、他市と差別化を図った本市の良好な都市イ
メージを創出することによって、交流人口・定住人口の増加に結び
つけます。

1

かかみがはら
ブランドの発信

●本市の魅力を市内外に効果的に伝えるシティプロモーションを展開し
ます。
●映画、ドラマ、CM等のロケ誘致などにより、メディアを通じて都市
イメージを市内外に発信します。

2

事業の達成指標

目標値
現状値項目名

住み続けたいと思う市民の割合

地域ブランド調査による本市の魅力度

活気がある賑やかなまちと思う市民の割合

74.5％
（H26）

3.5 点
（H25 実績）

39.9％
（H26）

7.0 点

平成 3 1 年

up

up

●ブランドになりうる本市の良いところや強みを見つけましょう。
●本市の良さを積極的に情報発信しましょう。

市民ワークショップからの意見



142

基本目標 7基本目標 7基本目標 8

●市内には航空宇宙、自動車、金属、医薬、プラスチック等の多様な業種の企業が立地しており、
県内トップの活力あるものづくりのまちとして成長、発展してきました。

●近年には、テクノプラザ地域をはじめとして、航空宇宙、ロボット、医療機器、介護福祉機
器といった次世代産業の集積が進みつつあります。

●ものづくり活力のさらなる強化のためには、次世代産業の継続的発展とともに、それらを支
える多様なものづくりの基盤技術を持つ企業の技術力・開発力を高度化していくことが必要
です。

●本市では、商工会議所とともに、岐阜大学、岐阜工業高等専門学校、中日本航空専門学校
といった高等教育機関との間で、それぞれ産学官連携協定を締結しています。多様な主体
との連携は、地域資源の活用や、さらに付加価値の高い新たな産業の創出・振興につなが
ります。今後も、地域の産業振興に向け、産学官連携を強化していく必要があります。

工業
現状・課題

●市内における次世代産業が発展するとともに、企業が持つ技術力・開発力が高度化さ
れることにより、県内トップのものづくりのまちとして成長しています。

目指す姿

22

［ 製造品出荷額等の推移］

資料：工業統計調査

（億円）

（年）
5,000
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6,000

6,500

7,000
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Ｈ24Ｈ23Ｈ22Ｈ21Ｈ20Ｈ19Ｈ18Ｈ17Ｈ16Ｈ15

6,707

7,0446,997

6,218

7,847

6,521

7,053

6,1585,547
5,851
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序
論

基
本
構
想

前
期
基
本
計
画

中
期
財
政
計
画

資
料
編

賑 わ い と 創 造 性 を 感 じ る 活 力 あ る ま ち （産業）

施策の方向性

取り組み 内容

企業誘致と
市内企業の
活性化

●新たな活力を呼び込むための企業誘致や、市内の次世代産業関連企
業及びものづくりの基盤技術を持つ企業群を支援します。

●航空宇宙産業やロボット産業等の展示会に出展することにより、市
内企業の技術力を広く紹介し、ビジネスマッチングを促進します。

1

ものづくりの
高度化

●ものづくり活力をさらに強化するために、市内企業が技術力の高度
化や販路開拓・拡大を図るための支援や事業環境を整備します。2

産学官の
連携強化

●大学や研究機関等と市内企業との連携を強化し、ものづくりの競争
力の向上を図る取り組みなど、産業の活性化を促します。3

支援企業の満足度

テクノプラザ

●ものづくり技術の高度化に取り組みましょう。
●本市のものづくり産業に誇りを持ちましょう。

市民ワークショップからの意見

事業の達成指標

目標値
現状値項目名

製造品出荷額等（年間）

81.0％
（H25）

6,707 億円
（H24 実績） 7,000 億円

平成 3 1 年

up
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基本目標 7基本目標 7基本目標 8

●郊外型大型小売店舗やコンビニエンスストアの増加、インターネット通信販売の活用など、
市民の買い物のあり方は多様になってきています。

●小規模な小売店等には、店員との交流や空間としての楽しみ、地域に根ざした独自のサービ
スなど、様々な魅力があります。地域の賑わいをつくっていくためには、このような魅力をさ
らに引き出し、地域に即した商業の振興を総合的に推進することが重要です。

●近年、一部地域では、日常の買い物に不便を感じている高齢者などの買い物弱者の問題が
あります。買い物環境の改善を図るため、新たなビジネスや、サービスへの積極的な支援に
より、商業の振興及び買い物弱者の利便性を高めていくことが求められています。

商業
現状・課題

●地域に根づき、市民や地域のニーズに対応した商業・サービス業が創出されています。
●身近に魅力的な商店があり、市民が買い物をしやすい環境が整備されています。

目指す姿

33

［ 第３次産業市内総生産の推 移］

資料：市町村民経済計算結果

（百万円）

（年度）
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序
論

基
本
構
想

前
期
基
本
計
画

中
期
財
政
計
画

資
料
編

賑 わ い と 創 造 性 を 感 じ る 活 力 あ る ま ち （産業）

施策の方向性

取り組み 内容

商業 ･
サービス業
の振興

●高齢者をはじめとする利用者の利便性や快適性に配慮した魅力ある
商店づくりを支援します。

●地域の課題についての情報を共有し、商店街、市民、NPO、大学、
商工会議所等との協働により、地域に密着した商業 ･サービス業の
振興を支援します。

1

新たな事業や
起業への支援

●創業や経営の支援に関する情報を提供し、地域の特性を活かしたビ
ジネスや起業を誘導します。
●多様な地域資源を活用した商品の開発や既存商品の魅力度向上とあ
わせ、情報発信力を強化します。

2

●商店街等店舗経営者は、買い物しやすい環境の整備に努めましょう。
●できる限り地域で買い物や飲食をして、市の商業を活性化しましょう。

フードバトル

事業の達成指標

目標値
現状値項目名

創業塾参加者の満足度

食料品などの買い物に不自由を感じない
市民の割合

商店主等の満足度

創業塾参加者数（年間）

76 点
（H25）

80.4％
（H26）

68.8％
（H26）

20 人
（H25 実績） 20 人

平成 3 1 年

up

up

up

市民ワークショップからの意見
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基本目標 7基本目標 7基本目標 8

●本市には、木曽川流域の自然をテーマとした河川環境楽園や、かかみがはら航空宇宙科学博
物館など、他にはない魅力ある観光施設が立地しています。また炉畑遺跡、中山道鵜沼宿な
どの歴史遺産、村国座などの文化遺産といった観光資源を数多く有しています。

●市内各地で桜まつり、おがせ池夏まつり、日本ライン夏まつり納涼花火大会、河川環境楽園
夏フェスなど特徴あるイベントを開催し、市内外から多くの観光客が訪れています。

●今後は、既存の観光資源やイベントをブラッシュアップすることでブランド化を推進するとと
もに、市内観光プランを構築し、観光誘客につなげる必要があります。

●より効果的に観光情報を提供するためには、観光協会等との連携強化や、近隣自治体とのネッ
トワークづくりが重要となっています。

●本市では、友好都市交流、姉妹都市交流など、教育、文化、産業などの各分野において国
内外の都市との交流を進めてきました。今後も、市民が異なる文化に触れることで本市の魅
力を再認識するとともに、市の活力が高まるよう、交流を推進していく必要があります。

観光・交流
現状・課題

●交流人口が増えることにより市内が活性化されています。
●観光資源のブランド力が高まり、市内外に本市の魅力が伝わっています。
●かかみがはら航空宇宙科学博物館や河川環境楽園の来訪を通じて、本市に魅力を感じています。
●国内外の都市との交流が活発に行われ、教育、文化、産業などで活力が高まっています。

目指す姿

44

［ 観光入込客数の推移］

資料：ブランド創造課
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序
論

基
本
構
想

前
期
基
本
計
画

中
期
財
政
計
画

資
料
編

賑 わ い と 創 造 性 を 感 じ る 活 力 あ る ま ち （ 産業）

●本市の観光資源や魅力を、市外へ積極的に情報発信しましょう。
●市内のイベントに参加しましょう。

かかみがはら航空宇宙科学博物館

施策の方向性

取り組み 内容

魅力ある観光
プランの充実

●本市の特性を活かした市内観光プランを構築するとともに、観光資
源と各種イベントの連携により、市内回遊の魅力を向上させ、観光
誘客を推進します。

1

観光振興に向けた
連携の強化

●観光協会と連携し、魅力的な観光情報を提供できる環境を整備します。
●近隣自治体との連携により、魅力的な広域観光ネットワークづくりを
推進します。

3

かかみがはら
航空宇宙科学
博物館の充実

●かかみがはら航空宇宙科学博物館を再整備し、日本の航空機産業を
支えてきた本市の “誇り”を市内外に広く発信します。4

観光資源の
ブランド化

●既存の観光資源のブラッシュアップにより、ブランド化を推進します。2

都市間交流の
推進5 ●教育、文化、産業などの多様なつながりを通じ、国内外の都市との

交流を推進します。

事業の達成指標

目標値
現状値項目名

活気がある賑やかなまちと思う市民の割合
（再掲）

観光入込客数（年間）

39.9％
（H26）

576 万人
（H21～25の平均） 576 万人

平成 3 1 年

up

市民ワークショップからの意見
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基本目標 7基本目標 7基本目標 8

●農地は食料生産の役割を持つだけでなく、自然環境の保全や減災、美しい風景の形成など、
多面的な機能を持っています。優良な農地は、次世代に引き継ぐ市の財産として保全してい
く必要があります。

●農業従事者の高齢化や後継者不足、農地の分散が全国的な問題となっています。本市にお
いても農家数は減少傾向にあり、耕作放棄地の増加などが問題となっています。意欲のある
担い手の確保や新規就農者の育成・支援を図るとともに、優良な農地の確保や安定した農
業経営の確立に対する支援が求められています。

●農産物に対しては、鮮度や安全性に対する消費者ニーズが高まっています。安全・安心な
農産物を安定供給するためには、生産者や流通事業者等と連携を深めていくことが必要です。

●農産物の栽培や、加工、流通などの場は、地産地消の推進にとって非常に重要です。市民
の地域農業に対する理解と関心を高めるとともに、生産者の顔が見える安全・安心な環境
をつくり、地産地消を進めていく必要があります。

●市内の農産物等の地域資源を活用した新
たな産業の創出を促進するため、農商工
連携や、６次産業化を推進することが必
要です。

●本市は、市の北部に里山を有しており、「日
本ラインうぬまの森」や遊歩道の整備を行
うなど、森林の保全と活用を進めてきまし
た。生物多様性の確保や、市民の憩いの
空間として、今後も豊かな森林づくりを推
進していく必要があります。

農業
現状・課題

●農業の担い手となる人材が育ち、農業経営基盤が強化されることにより、優良な農地
が確保、保全され、安定的な農業経営が確立されています。
●市民が地元産の農産物への理解を深め、地産地消が根づいています。
●適正な森林整備により森林の多面的機能が維持されています。

目指す姿

55
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［ 主 要 農 作 物の収 穫 量の推 移］

資料：岐阜農林事務所

（年度）

（ t ） 春夏にんじん 冬にんじん水稲
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●農業従事者は安全・安心で高品質の農産物を生産し、消費者に提供しましょう。
●地元産の農産物を使った食品加工などにより、地産地消を推進しましょう。
●意識して地元産の農産物を購入しましょう。

市民ワークショップからの意見

序
論

基
本
構
想

前
期
基
本
計
画

中
期
財
政
計
画

資
料
編

賑 わ い と 創 造 性 を 感 じ る 活 力 あ る ま ち （産業）

施策の方向性

取り組み 内容

農地の
保全と活用

●「農業振興地域整備計画」に基づき、優良な農地の確保と保全に努
めます。
●担い手や法人への農地集積を行い、農地の効率的な利用を促進します。

1

農産物の
生産支援

● JAぎふ等の関係機関との連携を強化し、安全で安心な農産物の生
産を促します。3

農業基盤整備の
推進

●安定した農業生産活動を支えるため、農業用用排水路などの農業用
施設の計画的な改修をします。4

新規就農者の
育成

●就農希望者への情報発信や技術支援などにより、意欲ある担い手の
確保、新規就農者の育成を支援します。2

地産地消の推進
●市民農園など市民が農業を体験できる場を通じて地域農業への理解
を深めるとともに、学校給食における地元産の農産物の利用を促進
するなど、地産地消を推進します。

5

農商工連携の
促進6 ●農商工が連携して行う新たなものづくりやサービス提供への取り組み

を支援します。

森林の保全と
活用7 ●森林の持つ多面的な機能を維持するため、適切な間伐等による森林

整備を推進します。また、林道の整備、維持管理を行います。

事業の達成指標

目標値
現状値項目名

地元産の農産物を意識して購入する
市民の割合

担い手の耕作面積

41.9％
（H26）

138.7ha
（H25 末） 200.0ha

平成 3 1 年

up
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基本目標 7基本目標 7基本目標 8

●職種や能力レベルのミスマッチを原因とする若者の早期離職、団塊の世代の大量退職などに
よる人材不足が問題となっています。企業においては、グローバル化・多様化する経済市場
に柔軟に対応できる質の高い人材の確保が課題となっています。

●次代を担う子どもたちに対して、本市の原動力である優れた企業の活動を学び、地域への郷
土愛や誇りを形成する場を設けることや、産学官が連携した若者の雇用機会の創出や人材
育成などに取り組んでいく必要があります。

●すべての働く意欲のある人が、生きがいを持って働き、経済的な安定を得ることができる環
境の整備が必要です。勤労意欲を持つ市民が、自らの能力を十分に発揮できる仕事に就け
るよう、市内の事業所等との連携のもとで就労環境を整えていく必要があります。

雇用

●働く意欲のある人材が集まり、活力に満ちた産業活動が展開されています。
●いきいきと働けるよう、求人・求職の環境が整備されています。

目指す姿

66
現状・課題

航空宇宙産業総合人材育成事業セミナー
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序
論

基
本
構
想

前
期
基
本
計
画

中
期
財
政
計
画

資
料
編

賑 わ い と 創 造 性 を 感 じ る 活 力 あ る ま ち （産業）

施策の方向性

取り組み 内容

多様な人材の
育成

●県や企業などと提携し、本市の特徴である航空機産業従事者の技能
向上を図る研修などを通じて、実践の場で働く人材の育成を支援し
ます。

1

次代を担う
人材の育成

●子どもたちに本市の産業を支える現場を紹介し、経営者の思いを伝
えることで、次代を担う人材を育成します。2

就労を支援する
環境整備

●ハローワーク、雇用・人材育成推進協議会等と連携し、求人・求職
活動環境の向上を図ります。

●勤労者生活の安定のため、各種資金の融資斡旋を行います。
3

事業の達成指標

目標値
現状値項目名

求職活動の環境が整っていると
感じている市民の割合

航空宇宙産業総合人材育成事業セミナー
市内受講者の延べ人数

雇用対策懇談会参加企業の満足度

雇用・人材育成推進協議会の会員企業数

18.2％
（H26）

327 人
（H25 末）

66.7％
（H26）

86 社
（H25 末） 90 社

350 人

平成 3 1 年

up

up

●地元企業は大学・高校と積極的に連携し、職場環境のPRに努めましょう。
●地元企業は積極的に雇用を創出しましょう。

市民ワークショップからの意見
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基本目標 7基本目標 7基本目標 8
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9
持続可能な自立した
地域経営のまち
（行財政）

基 本 目 標

1
行政運営

1　人材育成
2　組織運営の効率化
3　効率的・効果的な行政運営
4　個人情報の保護と適正管理
5　公共施設の適正化
6　ＩＣＴを活用した市民サービス

2
財政運営

1　適正な受益者負担と公有財産の
管理

2　財源確保の推進
3　計画的な財政運営
4　契約事務の公平性の確保

3
広域連携

1　広域行政の推進と連携の強化
2　共同による事務の効率化の推進

基本目標

9
持続可能な
自立した

地域経営のまち
（行財政）
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基本目標 7基本目標 7基本目標 9

●人口減少・少子高齢化の進展、市民のライフスタイルの多様化、地方分権など、市を取り
巻く環境は大きく変化しています。それに伴い、行政需要は多種多様化・高度化しています。
これらの行政需要に対応するには、長期的な展望を持ち、従来からの行政手法にとらわれる
ことなく、各種団体や民間事業者等と協働した柔軟かつ効果的・効率的な行政運営を行う
必要があります。

●基礎自治体の役割がますます重要になる中、自治体行政を担う職員の役割・責任も増加し
ています。しかし、全国的に、行政改革による定数削減や団塊の世代の職員の大量退職な
どを背景として、自治体職員の数は減少している状況です。本市は、他市に先駆けて行財
政改革を実施し、事務を効率化するとともに、カイゼン活動や職員研修の充実を図り、職員
一人ひとりの能力を高めることで、効果的・効率的な行政運営を目指してきました。

●限られた行財政資源をより一層有効に活用していくことが急務となっており、本市において
も、組織機構の改革や定員管理の適正化などに取り組んでいます。今後も、時代のニーズ
に柔軟に対応できる機能的な組織運営を行っていく必要があります。

●市政に市民の意見を反映していくためには、より多くの市民が市政に関心を持ち、参画する
意欲を持ってもらう必要があります。このため、本市では広報紙やウェブサイト等の多様な
媒体により、市政に関する情報を積極的に発信しています。

●行政が担ってきた業務を検証することにより、事務の効率化や、多様な主体との連携による
事業の効果的な実施が求められてます。

●パソコン、スマートフォンといった情報機器が多様化し、利便性が向上する一方で、情報ネッ
トワークへの不正侵入など、犯罪や個人情報の流出等の問題が懸念されています。大切な
市民の情報を守るとともに、市民ニーズの多様化・高度化に対応した安全で快適な情報環
境を整える必要があります。また、市民が安全・安心に情報機器を活用するための知識の
定着も求められています。

●本市では、公共施設の耐震化を図るとともに、適切な維持補修による施設の長寿命化に積
極的に取り組んでいますが、公共施設の維持管理には多額の費用がかかります。効率的な
公共施設・公有財産の維持管理手法の確立が必要となっています。

行政運営
現状・課題

11
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序
論

基
本
構
想

前
期
基
本
計
画

中
期
財
政
計
画

資
料
編

持 続 可 能 な 自 立 し た 地 域 経 営 の ま ち （ 行 財政）

●市民満足度の高い行政運営が行われています。
●時代に即した機動性、弾力性のある組織体制が整備されています。
●民間と連携した効果的・効率的な行政サービスが提供されています。
●大切な資産である行政情報が適正に管理されています。
●人口減少時代に対応した、適正な公共施設の配置及び、有効活用が行われています。
●ＩＣＴを利用して、市民の利便性向上が図られています。

目指す姿

施策の方向性

取り組み 内容

人材育成

●職員それぞれが行政運営に必要な基礎知識・専門知識を身につけ、幅
広い視野と企画創造力を持った職員となるよう人材育成を行います。

●人事評価制度などを活用し、公正・公平な人事の確保や職員意識の
高揚を図るとともに、個性を活かした適材適所の職員配置を行います。

●心身ともに健康で、個々の能力を十分発揮できる職場環境の整備を
進めます。

1

組織運営の
効率化

●社会情勢の変化により多様化・高度化する市民ニーズに的確に対応
できる組織づくりを行います。
●行政の諸課題に迅速に対応するため、庁内横断的な連携体制の強化
に努めます。

2

効率的・
効果的な
行政運営

●広報紙やウェブサイト等を活用し、積極的な情報公開を行います。
●計画的・効果的な事業実施のため、定期的に事務事業を見直すととも
に、民間との連携など新たな行政手法の導入について検討を行います。

●市民の利便性の向上のため、窓口のワンストップ化に向けた検討を
行います。

3

個人情報の
保護と適正管理

●情報セキュリティポリシーを遵守し、大切な行政資産である個人情
報等の適正管理に努めます。4

公共施設の
適正化

●人口減少に対応した適正な公共施設のあり方を検討するとともに、
一時に過度の財政負担を生じることがないよう、計画的に改修・修
繕を行い、施設の長寿命化を図ります。

●施設の維持管理方法を見直し、経費の節減に努めます。

5

ＩＣＴを
活用した
市民サービス

●市民の多様なライフスタイルに対応するため、インターネット等の情
報通信環境を活用した行政手続きの申請や届出など、利便性の高い
市民サービスの提供に努めます。

6
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基本目標 7基本目標 7基本目標 9

事業の達成指標

目標値
現状値項目名

満足度の高い行政運営が行われていると
感じる市民の割合

カイゼンの提案件数（年間）

職員一人当たりの研修受講回数（年間）

29.5％
（H26）

271 件
（H25 実績）

1.0 回
（H25 実績）

300 件

1.3 回

平成 3 1 年

up

●市の行政運営に関心を持ち、適正な行政サービスが提供されているか確認しましょう。
●身近な公共施設を大切に利用しましょう。

市民ワークショップからの意見

大型ショッピングセンター内のインフォメーションコーナー
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編

持 続 可 能 な 自 立 し た 地 域 経 営 の ま ち （ 行財政）



158

基本目標 7基本目標 7基本目標 9

財 政運営
22

●多様化、高度化する市民ニーズに応えるには、市税等の自主財源の確保、適正な予算編成・
執行管理などにより、強固な財政基盤を確立し、安定的な行政経営を行う必要があります。

●本市は、他市に先駆けて行財政改革やカイゼン活動などに取り組んできたことにより、積極
的な事業展開を行いながら、健全な財政運営を実現してきました。

●自治体の財政の健全性を示す実質公債費比率は、2.0％（平成 24年度決算）と全国でもトッ
プクラスの数値となっているものの、財政体力を示す財政力指数は、平成 20年度の 1.016
から、景気の低迷による市税収入の減少などを原因として、平成 25 年度には 0.862まで
低下しています。また、財政の柔軟性を示す経常収支比率は、平成 18年度の 80.9％から、
平成 25年度決算では83.1％まで上昇しており、社会保障関係費、公債費等の義務的経費
が増加し、市の裁量で使えるお金が減少する傾向にあります。

●今後、人口減少などにより、財政規模が縮小することが考えられます。効率的な財政運営を
進めていくため、歳出の抑制を図るとともに、受益者負担の見直しや公有財産の適正な管理
などにより、歳入の確保に向けた取り組みを強化していくことが重要となります。

●市民から信頼される行政として、入札や各種契約事務に関する公正・公平な競争と透明性
の確保が求められています。

現状・課題

●強い財政力を堅持し、市民ニーズに柔軟に対応できる財政運営が行われています。
●事業成果を最大限に発揮するための効果的・効率的な予算編成が行われています。
●市税が適正・公平に賦課徴収されているとともに、使用料等の受益者負担の適正化が
図られています。
●安全かつ有利な資金管理が行われています。
●入札・契約事務が適正に行われています。

目指す姿
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持 続 可 能 な 自 立 し た 地 域 経 営 の ま ち （ 行財政）

施策の方向性

取り組み 内容

適正な
受益者負担と
公有財産の管理

●分担金・負担金・使用料・手数料について、公平性や受益者負担の原
則に基づき、費用負担の適正化に努めます。

●未利用地・低利用地など不要となった財産については、処分・貸付を
図るなど、公有財産の有効活用に努めます。

1

財源確保の推進

●納税者の信頼を得られる適正な課税を実施します。また、さらなる
収納率向上に向けて、納付の方法と機会の拡充を図るとともに、積
極的な広報活動に努めます。

●公金については、最も安全かつ効果的な方法で運用を図ります。

2

計画的な
財政運営

●限られた財源を有効に活用するため、「選択」と「集中」の考えにより
メリハリのある予算編成を行うとともに、適正な執行管理に努めます。
●市債については、将来に過度の負担を残さないよう、実質公債費比
率等の指標を参考にし、適正な借入に努めます。

●事業実施にあたっては、国・県の動向を注視しながら、補助金等を
適正かつ積極的に活用します。

●財政援助団体の自立を促すとともに、補助金・負担金については、
定期的に見直しを図ります。

●適正な行政コストの把握、資産管理を行い、財政の効率化、適正化
に努めます。

3

契約事務の
公平性の確保

●市民の信頼を得るため、契約事務における透明性の確保、公正な競
争の促進に努めます。4

事業の達成指標

目標値
現状値項目名

税金が有効に使われていると思う市民の割合

市税収納率（年間）

実質公債費比率

20.6％
（H26）

94.8％
（H25 実績）

2.0％
（H24 実績）

95.0％

2.0％

平成 3 1 年

up

●市の財政状況について理解を深めましょう。
●税についての理解を深め、納税義務を果たしましょう。

市民ワークショップからの意見
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基本目標 7基本目標 7基本目標 9

　財政力指数は、財政基盤の強さを示す
指数です。地方税等の収入（基準財政収
入額）を、その団体が標準的な行政を行
う場合に必要な一般財源額（基準財政需
要額）で除したもので、過去３年間の平均
値を用います。
　財政力指数が高いほど、税等の自主財
源の割合が高く、財源に余裕があると言え
ます。また、単年度の財政力指数が 1.00
を超えると、財政に余裕があるとして普通
交付税の不交付団体となります。
　本市では、平成 19 年度、20 年度に単
年度の財政力指数が 1.00を超え不交付団
体となりましたが、世界的な経済不況の影
響等により、徐々に悪化傾向にあります。
　今後も、現役世代の減少による市税の
減少などにより、この傾向が続くと考えら
れます。

　経常収支比率は、財政の弾力性を示す
指標です。
　経常収支比率が低いほど、財政運営に
弾力性があり、教育や公共施設整備等の
政策的な経費に使えるお金に余裕があると
言えます。
　経常経費の主なものには、人件費、扶
助費、公債費があります。人件費は減少
傾向にあるものの、少子高齢化の進展、
不安定な社会経済情勢の影響による生活
保護受給者の増加など、今後も扶助費は
増加する傾向にあります。
　平成 25 年度決算では 83.1％まで回復
していますが、臨時財政対策債の借入な
どによるものであるため、今後も引き続き、
無駄の排除、コスト縮減など歳出抑制に取
り組む必要があります。

［ 財政力指数の推移］

資料：財政課
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持 続 可 能 な 自 立 し た 地 域 経 営 の ま ち （ 行財政）

　実質公債費比率は、借金の返済額及び
これに準じる額の大きさを指標化し、資金
繰りの危険度を示すもので、過去 3年間
の平均値を用います。18％以上になると、
新たな借金をするために、県の許可が必要
となり、25％以上になると借金を制限され
ます。
　本市の平成 25年度決算における実質公
債費比率は0.7％であり、借金の返済（公
債費）に充てる市税等の使途を特定されな
い経常一般財源の割合が低く、健全な財
政運営が行われていると言えます。
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［ 実質公債 比率の推移］
類似団体 全国各務原市（％）

資料：財政課
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　本市における借金（地方債）の現在高
は、平成 22年度の 413 億円をピークとし
て徐々に減少しています。
　一方、将来の地方債の償還や、不測の
事態に対応するために積み立てられた貯金
（基金）は、年々増加し、平成 25 年度末
において222 億円となっています。
　将来へ過度な負担を残すことのないよ
う、事業の厳選に努めるとともに、事業実
施に際しては、基金の計画的な活用と地方
交付税として交付される有利な地方債を活
用するなどの取り組みが必要です。

［ 一般会計基金現在高と地方債現在高の推移］
（百万円）
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広 域連携
●情報通信技術の進歩、交通手段の発達などにより市民や事業者の活動範囲が広域化してい
ることに伴い、行政需要も広域化する傾向にあります。行政区域を越えた課題に対応するた
めには、関係自治体との連携強化が必須です。

●道路等の広域インフラは、国・県の動向を注視しつつ、関係機関とも連携して、必要な要
望活動を展開していく必要があります。

●さらなる人口減少・少子高齢化の進展が予想される中、財政状況等を踏まえ、これまで以
上に事務処理体制の強化・効率化を図っていく必要があります。また、情報システムを有効
活用した市民サービス向上の観点からも、近隣自治体との事務共同化等の動きに対応してい
く必要があります。

現状・課題

●行政区域を越えた広域的な課題に、関係自治体等と連携して対応しています。
●行政情報システムの導入について、他自治体との共同利用により、効率的な調達・運
用がされています。

目指す姿

33

施策の方向性

取り組み 内容

広域行政の推進
と連携の強化

●行政区域を越えた広域的な課題に対応するため、関係自治体や国・
県との連携を強化し、より効果的・効率的な市民サービスに努めます。1

共同による事務の
効率化の推進 ●事務処理の共同化などにより、行政コストの縮減に努めます。2
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持 続 可 能 な 自 立 し た 地 域 経 営 の ま ち （ 行財政）

事業の達成指標

目標値
現状値項目名

国・県・他市等との交流職員数（延べ）

電算共同化自治体数

10 人
（H25 末）

2 団体
（H25 末） 3 団体

延べ 60 人

平成 3 1 年

●自治体の広域連携について理解を深めましょう。

市民ワークショップからの意見

他市職員との交流研修会
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中期財政計画

1. 計画策定の必要性

●地方財政は、景気の緩やかな回復に伴い、地方税収入や地方交付税の原資となる国税収入
が増加する一方、社会保障関係費の自然増や公債費が高い水準で推移することなどにより、
財源不足が生じ、厳しい地方財政運営が続くことが見込まれています。
●本市の財政状況は、地域経済において景気が十分に回復していないことなどから、市税収
入の増加を見込むことはできない一方、社会保障関係費、本庁舎耐震化事業や公共施設の
改修といった普通建設事業費等の大幅な増加が見込まれるため、財政が硬直化していくこと
が懸念されます。
●このような中、「笑顔があふれる元気なまち　～しあわせ実感　かかみがはら～」の実現に向
け、積極的に事業を展開していくため、限られた財源の有効活用を図るとともに、今後の社
会経済情勢の変化に対応した中期的な視点で財政計画を策定し、健全かつ持続可能な財政
運営を行っていく必要があります。

計画策定の背景

●計画期間は、平成 27年度から平成 31年度までの５年間とし、一般会計を対象とします。
●社会経済情勢に大きな変化がある場合は、その変化に対応するため、本計画を見直すことと
します。

計画期間

2. 計画推計の前提条件

●内閣府が試算した「中長期の経済財政に関する試算」に示された名目GDP成長率（参考ケー
ス）を参考に、以下の通り前提条件を定めることとし、推計に使用します。

●税制及び国・県の補助制度等は、現行のものを基準とし、現時点で明らかになっている制
度変更を踏まえて推計します。
●消費税については、平成 27年 10月より10％に増税されるものとします。

名目GDP成長率  ： +2.0％（平成 27年度）
  +2.2％（平成 28年度）
  +1.7％（平成 29年度以降）

本計画期間中の経済見通し
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3 . 中期財政計画

●平成 25年度は決算額、平成 26年度以降は推計による決算見込額です。

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度
市税 20,759 20,613 20,558 20,941 21,357 21,300 21,657

地方譲与税等 1,012 877 855 835 847 860 872
地方消費税交付金 1,355 1,826 2,196 2,645 2,690 2,735 2,782

国有提供施設等助成交付金 443 431 420 409 398 388 378
地方交付税 4,035 3,641 3,295 2,852 2,613 2,545 2,334
負担金使用料等 1,171 1,172 1,172 1,172 1,172 1,172 1,172

国庫支出金・県支出金 8,348 9,822 9,056 9,236 8,252 8,637 8,524
市債 4,031 3,772 2,926 2,639 1,868 3,483 2,442

建設地方債 827 1,182 480 568 0 1,672 810
臨時財政対策債 3,204 2,590 2,446 2,071 1,868 1,811 1,632
繰入金 1,150 1,600 1,600 1,500 1,300 940 5,198

その他（繰越金など） 4,432 4,635 3,622 3,564 2,607 1,891 1,622
歳入合計 46,736 48,389 45,700 45,793 43,104 43,951 46,981

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度
人件費 6,486 6,455 6,544 6,617 6,666 6,666 6,650
物件費 6,738 7,142 7,356 7,577 7,729 7,883 8,041
維持補修費 430 455 473 492 506 521 537
扶助費 8,928 9,303 9,534 9,782 10,050 10,337 10,646
補助費等 1,442 1,949 1,532 1,532 1,532 1,532 1,532
公債費 4,527 4,985 5,056 4,902 4,745 4,345 4,444
建設地方債 3,532 3,666 3,496 3,165 2,855 2,316 2,279
臨時財政対策債 995 1,319 1,560 1,737 1,890 2,029 2,165

積立金、投資・出資・貸付金 4,249 4,239 1,560 1,560 1,560 560 560
繰出金 4,683 4,639 4,746 4,932 5,130 5,321 5,515

普通建設事業費 6,140 7,222 6,957 7,414 4,917 6,786 9,056
公共施設等長寿命化
計画事業費 ─ ─ 2,039 2,152 1,678 1,117 1,144

歳出合計 43,623 46,389 43,758 44,808 42,835 43,951 46,981

（歳入）

（歳出） 単位：百万円

単位：百万円

財源超過・不足額
（歳入合計－歳出合計） 3,113 2,000 1,942 985 269 0 0

歳入・歳出の推計

基金合計 22,202 24,482 24,082 23,782 23,682 22,941 17,943

基金の推計
単位：百万円
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中期財政計画

4. 歳入・歳出推計の考え方

●地方税
　経済見通しに基づく名目GDP成長率や、過去の実績等を参考とした上で推計しました。そ
の上で、現時点で明らかになっている税制改正の影響について考慮し推計しました。

●地方消費税交付金
　平成 27年 10月から消費税が 10%に増税されるものとして推計しました。

●地方交付税
　普通交付税は、平成 26年度の算定額を基準とし、平成 27年度以降の合併算定替えの段
階的縮減を考慮し推計しました。
　特別交付税は、平成 25年度の交付額を基準とし、地方交付税総額に占める特別交付税の
割合引き下げの影響を考慮し推計しました。

●国庫支出金・県支出金
　建設事業にかかるものについては、総合計画に位置づけられた事業にかかる交付見込み額
を積算し推計しました。建設事業以外のものについては、平成 26年度の予算額を基準とし、
社会保障関係費の伸びに係る増額分と、臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金の
終了に伴う減額分を考慮し推計しました。

●市債
　総合計画に位置づけられた事業にかかる発行予定額を積算し推計しました。また、臨時財
政対策債については、普通交付税の推計値を考慮して推計しました。

●繰入金
　従来と同様、東海中央病院改築助成事業負担金の財源として公共施設等整備基金を取り崩
すほか、公債費の負担に応じて減債基金及び財政調整基金を取り崩します。また、本庁舎
耐震化事業の財源として庁舎等整備基金を取り崩します。その他、平成 30年度と平成 31
年度は歳入歳出の均衡を図るため、財政調整基金を取り崩すものとします。

●繰越金
　平成 27年度については、平成 26年度の決算により20億円の繰越金が発生するものとし
ました。平成 28年度以降については、各前年度の歳入歳出決算額を推計し、その決算剰
余金の額としました。

●その他
　過去の実績などに基づいて推計しました。

歳入の推計方法
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●人件費
　年齢構成の適正化を見据えた計画的な職員採用と、再任用制度による職員の任用により、
今後緩やかに増加するものとして推計しました。

●物件費・維持補修費
　過去の伸び率や消費税増税の影響を考慮して、今後も増加するものとして推計しました。

●扶助費
　社会保障関係費の過去の伸び率等を考慮して、今後も増加するものとして推計しました。

●公債費
　これまでに発行した市債及び、今後発行すると見込んだ市債の元利償還金を積算し推計しま
した。なお、借入については平成 25年度に実施したものと同じ条件で行うものとし、利率
については、現在よりも順次上がるものとして推計しました。

●積立金
　各種基金から生じる利子を積み立てるほか、本庁舎耐震化事業の財源を確保するため計画
的に庁舎等整備基金へ積み立てるものとして推計しました。

●繰出金
　国民健康保険事業、介護保険事業に対する繰出金については、過去の実績を考慮し、今後
も増加するものとして推計しました。後期高齢者医療事業に対する繰出金については、過去
の実績のほか、75 歳以上人口の推移を考慮して今後も増加するものとして推計しました。
下水道事業に対する繰出金については、施設整備のため過去に発行した企業債の元利償還
金の推移を考慮し、緩やかに減少するものとして推計しました。

●普通建設事業費
　公共施設等長寿命化計画事業など総合計画に位置づけられている事業の事業費を積算し、
消費税増税の影響を考慮して推計しました。

●その他
　過去の実績などに基づいて推計しました。

歳出の推計方法
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5. 今後の財政状況について

　本市は、これまで、旧川島町との合併に伴って国の財政支援措置を受け、通常より多くの地
方交付税が配分されていたこと、不断の行財政改革を推進し、着実に経費の縮減を図ってき
たことなどにより、地方財政が厳しい状況の中においても、決算で生じた剰余金の一部を基金
に積み立ててきました。

　これからの５年間は、歳入面においては、市税収入が緩やかな伸びを示すものの、合併に
伴う国の財政支援措置が段階的に縮減されることにより、地方交付税が減少していくことなど
が見込まれます。

　一方、歳出面においては、借入金の返済金である公債費が高い水準で推移する中、社会保
障関係費が伸びを示すことにより義務的経費が増加することに加え、本庁舎耐震化事業や老
朽化した公共施設の改修といった普通建設事業費が増加することが見込まれます。

　こうした状況下においても、これまで積み立ててきた基金を有効活用することなどにより、た
だちに行政サービスの水準に影響が出ることはありませんが、厳しい財政運営となることも懸
念されます。

　今後も、安定した行政サービスを継続的に提供するとともに、次世代に負担を残さない健全
な財政運営を行っていくためには、自主財源の確保に努め、事業のスクラップ・アンド・ビル
ドを徹底するなどの対応が必要と考えられます。

　市民一人ひとりの声に真 に耳を傾け、市民の声を着実に形にしていくため、本計画の期間
内において、持続可能な財政基盤の確立に向けて取り組んでいきます。

［（参考）義務的経費の推移］
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1 策定の経過
年 月日 内容

平成 25年

８月14日 第１回総合計画策定委員会の開催
８月23日 第１回総合計画特別委員会の開催
９月17日 第１回総合計画審議会の開催
９月13日～ 10月７日 市民アンケート／中高生アンケートの実施
10月28日～ 11月11日 各種団体アンケートの実施
11月25日 総合計画策定にかかるトップヒアリングの実施
12月９日 中学生まちづくりワークショップの開催（鵜沼中学校）
12月12日 第２回総合計画策定委員会の開催
12月16日 第１回市民ワークショップの開催
12月18日 第２回総合計画特別委員会の開催
12月20日 第２回総合計画審議会の開催

平成 26年

１月14日 第２回市民ワークショップの開催
１月16日 第３回総合計画策定委員会の開催
１月22日 第３回総合計画特別委員会の開催
１月27日 第３回総合計画審議会の開催
１月28 日～２月７日 基本構想（案）パブリックコメントの実施
１月30日 中学生まちづくりワークショップの開催（川島中学校）
２月３日 第４回総合計画策定委員会の開催
２月４日 中学生まちづくりワークショップの開催（川島中学校）
２月７日 第４回総合計画特別委員会の開催
２月13日 第４回総合計画審議会の開催
２月17日 基本構想にかかる答申
２月18日 中学生まちづくりワークショップの開催（鵜沼中学校）
３月13日 第３回市民ワークショップの開催
３月18日 第５回総合計画特別委員会の開催
３月24日 平成 26年第 1回市議会定例会にて基本構想議決
３月～４月 基本計画策定にかかる庁内ヒアリングの実施
４月22日 第４回市民ワークショップの開催
５月７日 第５回総合計画策定委員会の開催
５月16日 第６回総合計画特別委員会の開催
５月22日 第５回市民ワークショップの開催
５月26日 第５回総合計画審議会の開催
６月３日 第７回総合計画特別委員会の開催
６月20日 第６回総合計画策定委員会の開催
６月25日 第８回総合計画特別委員会の開催
６月26日 第６回市民ワークショップの開催
６月27日 第６回総合計画審議会の開催
７月14 日～７月25日 指標設定にかかる市民満足度調査の実施
〃 基本計画（案）パブリックコメントの実施
７月29日 第７回総合計画策定委員会の開催
８月１日 第９回総合計画特別委員会の開催
８月８日 第７回総合計画審議会の開催
８月19日 基本計画にかかる答申
９月25日 第 10回総合計画特別委員会の開催
９月30日 平成 26年第３回市議会定例会にて基本計画議決
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25 各都戦第 93号
平成 25年９月17日

各務原市総合計画審議会会長　 様

各務原市長　　浅野　健司

（仮）各務原市総合計画について（諮問）

　各務原市総合計画審議会条例第２条の規定に基づき、（仮）各務原市総合計画について、
貴審議会の意見を求めます。

2 各務原市総合計画審議会
（1）各務原市総合計画審議会への諮問書 序

論

基
本
構
想

前
期
基
本
計
画

中
期
財
政
計
画

資
料
編



174

資料編

平成 26年 2月17日

各務原市長　 浅野　健司　　様

各務原市総合計画審議会
会長　　柳原　幸一

各務原市総合計画基本構想について（答申）

　平成 25年 9月17日付け25各都戦第 93号にて諮問のあった各務原市総合計画基本構想
（案）について、審議を重ねた結果、次の結論に達したので答申します。

答　　　申

　人口減少、少子高齢化の本格的な到来、安心・安全に対する意識の高まり、さらには地方
分権の確立に向けた国と地方の関わりの見直しなど、市を取り巻く社会経済情勢はあらゆる面
で大きな転換期にあります。
　今回の新たな総合計画の策定にあたっては、これらの課題を前提条件として取り上げ、これ
からの10年間におけるその影響や課題を、経済、福祉、都市基盤など多面的、多角的に分析、
把握し、的確な対応を図ろうとされています。
　また、多様化、複雑化する市民ニーズへの対応がより一層強く求められる時こそ市民との協
働が大切であり、地域の課題に自ら取り組もうとする市民へアプローチしていくことが必要と
考えますので、今回の計画策定より新たに取り組まれている「まちづくり市民ワークショップ」
の開催や、将来フレームにおける「しあわせ指標」の設定は、市民目線に立った計画策定の
試みとして、時代に適したものであると評価できます。
　当審議会では、基本構想の内容について適切と認めますが、基本構想の実現に向け、次の
事項に十分配慮し、最善の努力をされるよう要望します。

記

１ 　将来都市像『笑顔があふれる元気なまち　～しあわせ実感　かかみがはら～』の具現化
を図るため、「誇り」、「やさしさ」、「活力」の３つの基本理念に基づき基本計画や実施計画
において具体施策を設定し、計画的なまちづくりを着実に推進してください。

（2）各務原市総合計画審議会からの答申書（基本構想）
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２　 総合計画は、実効性を伴わなくてはなりません。基本計画で定める施策の効果を測り、
適切な評価を実施するため、施策の進捗度を測る指標を設定し、それに基づく施策の見直
しや改善策の立案など、行政運営のチェックを不断に実施してください。

　　また、指標の作成にあたっては、将来都市像やしあわせ指標の考え方に鑑み、従来の客
観的指標に加え、市民の意識や思いを主観的判断によって測定する項目の設定を検討して
ください。

３　 まちづくりにおける市民と行政の協働の重要性がますます高まっている中、計画策定段階
より多くの活動主体の参画を促し、目標を共有し、一体となってまちづくりに取り組むため、
ＮＰＯやボランティアなど多様な市民が動き出すための最初の推進力を創り出されることを
期待します。

４　 どのような社会経済情勢にあっても、長期計画としての基本構想及びそれを実現する基本
計画が機能する必要があります。そのため、計画の推進にあたっては、基本構想で定めた
基本理念をわかりやすく、多くの市民に伝わるよう努めてください。

５　 当審議会において各委員から表明のあった多くの「意見・提言」に十分配慮され、施策
の選択と集中を図るとともに事務事業の優先順位を明確にし、基本計画の策定に努めてく
ださい。
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意見・提言

○　安全・安心についての市民意識は、大きく高まっている。安心して暮らせるまちを実現す
るため、公共施設等の耐震化の推進などハード面はもとより、子どもや女性、災害時要援
護者等への支援の拡充、地域防災体制の向上など、ソフト面を含めた防災体制の充実に努
められたい。

○　高齢者の活動の場としてシニアクラブがある一方で、加入者は年々減少している。核家族
化、独居化が進む中、地域の絆を作るという面から、公の活動の場の積極的な提供に取り
組んでいただきたい。

○　子どもの教育は、各務原の次世代を担う人材を育てるという観点から、非常に大切なテー
マである。特色ある教育の一環として、本市の強みのひとつである「ものづくり」と児童・
生徒への教育の結びつきを強める施策を展開されたい。

○　現在、商店街には空き店舗が多く、かつての賑わいが失われつつあることから、市街地の
活性化を促す施策を実施していただきたい。

○　各務原ブランドを推進し、積極的に外部への魅力発信を行っているところであるが、市独
自の取り組みに加え、周辺自治体との協力など広域的な連携を強めて地域全体の活性化を
図り、地域資源を創出、洗練し、次世代に引き継ぐことにより、交流人口の拡大、定住人
口の維持・増加に一層注力されたい。

○　産業は、税収面のみならず、まちの活性化や雇用の拡大による人口対策などの面からも
極めて重要な政策と考える。既存の事業者を守り、育てるとともに、新たな起業への支援
や産学官の連携による知恵の結集など、産業の振興に取り組まれたい。

○　農業は、食糧生産だけではなく、治水や景観など市民の暮らしに関わる多面性を備えてい
るため、地産地消や地域ブランド化などを進め、元気あふれる農業の振興を図られたい。

○　まちづくりにおける市民参画の重要性はますます高くなっており、行政だけでなく市民が
自ら担い手となり、地域の実情に応じたまちづくりを推進していく必要である。地域社会を
構成する自治会とのさらなる連携体制の強化を図られたい。

○　基本計画及び実施計画で示す施策を着実に推進していくためには、財源の裏付けが不可
欠である。創意工夫に基づく不断の行財政改革の推進により、強固な財政基盤を確立され
たい。
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平成 26年８月19日

各務原市長　 浅野　健司　　様

各務原市総合計画審議会
会長　　柳原　幸一

各務原市総合計画基本計画について（答申）

　平成 25年 9月17日付け25各都戦第 93号にて諮問のあった各務原市総合計画基本計画
（案）について、審議を重ねた結果、次の結論に達したので答申します。

答　　　申

　本審議会に付議された基本計画案については、基本構想で定めた将来都市像、基本理念を
踏まえ、それらの実現に向けて必要な施策が基本目標ごとに体系的に示されるとともに、事業
の進捗状況を明らかにするための数値指標が設定され、客観的に計画の達成状況を管理でき
るものと評価できます。
　当審議会では、基本計画の内容について適当と認めますが、基本計画の遂行にあたっては
次の事項に十分配慮し、「幸せを実感できるまち」に向け、諸施策を着実に実行されるよう要
望します。

記

１ 　市民ニーズの多様化、複雑化が進展している時こそ、市民との連携が求められます。“多
様な市民との連携による創意工夫にあふれたまちづくり”を継続的に進めていくため、地域
の課題に主体的に取り組もうとする市民へのアプローチの手法や担い手の育成など、市民
活動のさらなる活性化に尽力してください。

２ 　人口減少、少子高齢化の進行に伴う人口構造の大きな変化により、福祉、教育、都市基
盤など多くの分野が影響を受けることが予測されます。今後のまちづくりを進めるにあたり、
社会環境の変化や派生する課題をきめ細かく把握し、的確な取り組みを推進してください。

３ 　今回より市民の主観的な思いを測る数値指標を設定され、市民を起点にしたまちづくりを
志向するものと評価できます。主観的指標、客観的指標の達成状況によって施策の進捗、
成果を十分に検証するとともに、施策や事業手法の不断の見直し、改善を行ってください。

（3）各務原市総合計画審議会からの答申書（基本計画）
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４ 　地方交付税の減少、義務的経費や普通建設事業費の増加が見込まれ、市の財政状況は
予断を許さない状況にあると認識しています。創意工夫に基づく市民サービスの提供、また、
市民との適切な情報共有による施策の選択と集中により、実効性の高い行政運営に努めて
ください。

５ 　当審議会における各委員からの「意見」に十分に配慮され、基本計画の推進に努めてく
ださい。

意　　　見

○　市民を起点とするまちづくりを進めるため、市民が主体的に取り組む協働活動の活性化や、
その活動をサポートする仕組みづくりに努められたい。

○　地域が有する多様な資源を活用するなど、家庭・地域・学校の密接な連携により、地域
全体で子どもを支える仕組みづくりに取り組まれたい。

○　「（仮称）スポーツ推進計画」を早期に策定され、計画に基づき競技者、指導者の育成支
援に努めるなど、スポーツの振興を図られたい。

○　良好な生活環境を次世代に引き継ぐため、環境の保全や３Ｒの推進、代替エネルギーの
活用など、引き続き積極的に周知、啓発に努められたい。

○　少子高齢化が進行する中、社会保障費の増大を抑えるためにも、健康づくりに関する事
業や啓発に積極的に取り組まれたい。

○　介護や子育てなど福祉分野においては、時代背景に応じた様々な課題が生じるため、市
民の声に耳を傾け、適切な対応に努められたい。

○　防災、防犯、交通安全を、地域が一体となって取り組むべき課題ととらえ、地域における
つながりの醸成など、地域力の向上に取り組まれたい。

○　全国的に空き家の増加が懸念されており、その管理に関する体制や手法などの方向性に
ついて、市としての対策を検討されたい。

○　市の魅力を、フェイスブックなどのＳＮＳを活用して効果的かつ独創的に発信され、認知
度やイメージの向上に努められたい。

○　基本計画において体系付けられた諸施策を着実に推進していくため、不断の行財政改革
に取り組み、強固な財政基盤を確立されたい。
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昭和 47年３月30日
条例第６号

　　（設置）
　第１条　地方自治法（昭和 22年法律第６７号）第 138 条の４第３項の規定に基づき、各
務原市総合計画審議会（以下「審議会」という。）を設置する。
　　（所掌事務）
　第２条　審議会は、市長の諮問に応じ、各務原市総合計画のうち、基本構想及び基本計画
の策定に関して必要な事項を調査及び審議する。
　　（組織）
　第３条　審議会は、委員25人以内で組織する。
　２　委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
　（１）　市教育委員会の委員
　（２）　市農業委員会の委員
　（３）　国又は県の職員
　（４）　公共的団体の役員又は職員
　（５）　学識経験を有する者
　（６）　市職員
　（７）　その他市長が必要と認める者
　　（任期）
　第４条　委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解嘱又は解任されるものとする。
　　（会長及び副会長）
　第５条　審議会に会長及び副会長各１人を置き、委員のうちから互選する。
　２　会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
　３　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を
代理する。
　　（会議）
　第６条　審議会は、会長が招集する。
　２　審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
　３　審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
　４　会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、説明又は意見
を聴くことができる。
　　（部会）
　第７条　特別の事項を審議させるため、必要に応じ審議会に部会を置くことができる。
　２　部会に属すべき委員は、会長が指名する。
　３　第５条各項及び前条各項の規定は、部会の会長及び副会長並びに会議にこれを準用する。

（4）各務原市総合計画審議会条例
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　　（庶務）
　第８条　審議会の庶務は、市長が定める機関において処理する。
　　（委任）
　第９条　この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は市長が別に定める。
　附　則
　この条例は、昭和 47年４月１日から施行する。
　附　則（昭和 55年条例第５号）
　この条例は、昭和 55年４月１日から施行する。
　附　則（平成 13年条例第１号）
　この条例は、平成 13年４月１日から施行する。
　附　則（平成 25年条例第 33号）
　この条例は、公布の日から施行する。
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区分 氏名 所属団体等

会長 柳原　幸一
各務原商工会議所会頭
各務原市体育協会会長（平成 26年 3月まで）

副会長 髙木　朗義 岐阜大学工学部社会基盤工学科教授

青木　文子 司法書士

足立　佐知子 各務原市ＰＴＡ連合会の代表

岩田　重信 各務原市教育委員会委員長

尾関　克明 各務原市シニアクラブ連合会会長

片岡　浩二 各務原青年会議所の代表

香取　幹 ファイナンシャルプランナー

神谷　眞弓子 東海学院大学学長

木田　惠次 各務原市医師会の代表

木野　昇 各務原市農業委員会会長

小島　秀俊
各務原市自治会連合会会長（平成 26年 4月から）
各務原市都市計画審議会会長

小林　央 各務原市青年団体連絡会の代表

末松　誠栄 各務原市商店街連盟会長

杉原　俊彦 各務原警察署長（平成 26年 4月から）

鈴木　成敏 各務原警察署長（平成 26年 3月まで）

長縄　博光 各務原観光協会会長

野中　好子 各務原市子ども会育成協議会の代表

花田　澄子 各務原市民生児童委員協議会の代表

林　陽子 中部学院大学子ども学部学部長（教授）

原　重雄 各務原市自治会連合会会長（平成 26年 3月まで）

武藤　孝子 各務原市生活学校委員長

山田　昭仁 民間企業代表取締役

横山　浩之 各務原市体育協会会長（平成 26年 4月から）

磯谷　均 副市長

（5） 各務原市総合計画審議会委員
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昭和 47年１月20日
訓令第１号

　　（設置）
　第１条　各務原市総合計画（実施計画を除く。以下「計画」という。）を策定するため、各
務原市総合計画策定委員会（以下「総合委員会」という。）を設置する。
　　（所掌事務）
　第２条　総合委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
　（１）　計画立案のための調査及び研究に関すること。
　（２）　計画素案の調整、修正及び決定に関すること。
　（３）　その他市長が特に命ずる事項の処理に関すること。
　　（委員）
　第３条　総合委員会の委員は、次の各号に掲げる職にある者をもって充てる。
　（１）　副市長
　（２）　市長公室長
　（３）　部長
　（４）　消防長
　（５）　教育長
　　（正副委員長）
　第４条　総合委員会に委員長及び副委員長を置く。
　２　委員長は、副市長をもって充て、会務を総理する。
　３　副委員長は、企画総務部長をもって充て、委員長を補佐し、又は代理する。
　　（会議）
　第５条　総合委員会は、委員長が招集する。
　２　総合委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
　３　総合委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決する
ところによる。
　４　委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、説明又は意
見を聴くことができる。
　　（専門委員会）
　第６条　総合委員会に、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
　２　専門委員会は、次の各号に掲げる事務を処理する。
　（１）　計画立案のための資料の収集及び分析に関すること。

3 各務原市総合計画策定委員会
（1）各務原市総合計画策定委員会規程
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　（２）　計画素案の作成に関すること。
　（３）　その他総合委員会が特に指示する事項の処理に関すること。
　３　専門委員会の名称及び分掌事務は、総合委員会が定める。
　４　専門委員会の委員は、次の各号に掲げる職にある者をもって充てる。
　（１）　専門委員会の分掌事務を所掌する部又はこれに相当する機関の部長又はこれに相当
する職
　（２）　専門委員会の分掌事務を所掌する課又はこれに相当する機関の課長又はこれに相当
する職
　５　専門委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
　　（幹事）
　第７条　専門委員会に幹事を置くことができる。
　２　幹事は、専門委員会の補助事務に従事する。
　３　幹事は、次の各号に掲げる職にある者をもって充てる。
　（１）　専門委員会の委員が属する課又はこれに相当する機関の課長補佐又はこれに相当す
る職
　（２）　市長が特に指定する職
　４　幹事のうちに幹事長及び副幹事長を置き、幹事の互選により定める。
　　（庶務）
　第８条　総合委員会の庶務は、企画総務部企画政策課において処理する。
　　（委任）
　第９条　この規程に定めるもののほか、総合委員会の運営に関し必要な事項は、総合委員
会の定めるところによる。
　附　則
　この訓令は、公布の日から施行する。
　附　則（昭和 48年訓令第５号）
　この訓令は、公布の日から施行する。
　附　則（昭和 50年訓令第５号）
　この訓令は、昭和 50年４月１日から施行する。
　附　則（昭和 53年訓令第４号）
　この規程は、昭和 53年４月１日から施行する。
　附　則（昭和 55年訓令第１号）
　この規程は、昭和 55年４月１日から施行する。
　附　則（昭和 56年訓令第８号）
　この訓令は、公布の日から施行する。
　附　則（昭和 59年訓令第２号）
　この規程は、昭和 59年４月１日から施行する。
　附　則（平成５年訓令第１号）
　この訓令は、平成５年７月１日から施行する。
　附　則（平成 13年訓令第１号）
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　この訓令は、平成 13年４月１日から施行する。
　附　則（平成 17年訓令第１号）
　この訓令は、平成 17年４月１日から施行する。
　附　則（平成 19年訓令第４号）
　この訓令は、平成 19年４月１日から施行する。
　附　則（平成 20年訓令第１号）
　この訓令は、平成 20年４月１日から施行する。
　附　則（平成 21年訓令第５号）抄
　１　この訓令は、平成 21年４月１日から施行する。
　附　則（平成 25年訓令第２号）
　この訓令は、平成 25年７月１日から施行する。
　附　則（平成 26年訓令第２号）
　この訓令は、平成 26年４月１日から施行する。
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区分 氏名 所属等

委員長 磯谷　均 副市長

副委員長 五島　伸治 企画総務部長

山下　幸二 市長公室長

各務　英雄 市民部長

津田　義彦 健康福祉部長

村井　清孝 産業活力部長

広瀬　正輝 都市建設部長

永田　昭人 環境水道部長

神谷　義春 消防長

加藤　壽志 教育長

中野　浩之 教育事務局長

区分 氏名 所属等

委員長 磯谷　均 副市長

副委員長 各務　英雄 都市戦略部長

五島　伸治 総務部長

津田　義彦 健康福祉部長

勝野　公敏 産業文化部長

広瀬　正輝 都市建設部長

永田　昭人 環境水道部長

足立　全規 消防長

髙根　靖臣 教育長

（2） 各務原市総合計画策定委員

平成 25 年度

平成 26 年度
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　市民の視点からまちづくりの現状や課題を抽出するとともに、これから必要な取り組みの検
討、取り組みの優先順位づけ、地域と行政の役割分担などについて検討する場として、市民ワー
クショップを開催しました。
　ワークショップで出された意見は、それぞれ基本構想の現状・課題や将来都市像、基本計
画の各分野における「市民ワークショップからの意見」として掲載しています。

4 まちづくり市民ワークショップ
（1）まちづくり市民ワークショップの概要

（2）まちづくり市民ワークショップ委員

■開催プログラム
回（開催年月日） 内容

第１回（平成 25年 12月16日）
・オリエンテーション（総合計画の考え方、ワークショップのね
らいについて）

・各務原市の良いところ、悪いところについての意見交換

第２回（平成 26年１月14日）
・各務原市の未来について（10年後の各務原市にどんなまちに
なっていてほしいか）の意見交換

第３回（　　〃　 ３月13日）
・市民視点からの施策の評価（各務原市の取り組みで、「進ん
だと思う取り組み・進まなかったと思う取り組み」と「これか
ら特に進めるべき取り組み」について）

第４回（　　〃　 ４月22日） ・まちづくりにおいて重点化すべき取り組みについての意見交換
第５回（　　〃　 ５月22日） ・市民自身・地域でできる取り組みについての意見交換
第６回（　　〃　 ６月26日） ・分野ごとの目指す姿と市民・地域の取り組みについての確認

グループ 氏名
市民協働、防災・防犯 足立　貴之
市民協働、防災・防犯 川上　伸
市民協働、防災・防犯 長縄　三之
教育・文化・スポーツ 大堀　仁香
教育・文化・スポーツ 大堀　等
教育・文化・スポーツ 片岡　エリ
教育・文化・スポーツ 白木　征雄
教育・文化・スポーツ 古川　明美
教育・文化・スポーツ 矢野　由佳
保健・医療・福祉・社会保障 荒川　和典
保健・医療・福祉・社会保障 加治佐　友紀菜

グループ 氏名
保健・医療・福祉・社会保障 仙石　泰之
保健・医療・福祉・社会保障 新野　成子
産業 安藤　敏康
産業 石黒　小百合
産業 磯谷　和希
産業 髙島　邦枝
産業 早野　武平
基盤整備、環境 柴山　泰輝
基盤整備、環境 千田　陽子
基盤整備、環境 寺野　稔
基盤整備、環境 安江　捷

（敬称略）
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　平成 22年度から平成 26年度までの「各務
原市第２次新総合計画」において取り組んでき
た施策において、進んだと思う取り組み、進ま
なかった取り組みについて、それぞれ意見交換
を行いました。分野別の結果は次のとおりです。

（3）まちづくり市民ワークショップからの意見

①総合計画の評価

「市民協働、防災・防犯」グループ

災害への備えや消防・救急体制における市全
体の環境が整ってきている。

進んだ !
自主防災組織において、活動者が一部の人だ
けにとどまっているなど、地域の活動が活性
化していない。

進まなかった…

「教育・文化・スポーツ」グループ

学校環境や地域の見守りなど、子どもを取り巻
く周辺環境の整備が進むとともに、歴史・文
化の継承、スポーツ振興の活動が活性化した。

進んだ !
市民活動団体と行政との連携や、学校と家庭
との連携をもっと強化する必要がある。

進まなかった…

「保健・医療・福祉・社会保障」グループ

こども館事業や、子育て支援サービス、妊婦
対象の保健事業等が充実した。そのほか、高
齢者福祉や地域福祉の分野で施設・拠点等の
充実が図られた。

進んだ !
対応が難しいＤＶに関する活動や、高齢化が
進行していることを背景として高齢者福祉、
地域福祉の分野で課題がみられる。

進まなかった…

「産業」グループ

製造業などを中心にものづくりの高度化が進
んだ。その他、人材育成等に関する支援策が
充実した。

進んだ !
サービス産業について、大型ショッピングセ
ンターで買い物をする人が増えたことにより、
身近な小規模店舗等の衰退が懸念される。

進まなかった…

「基盤整備、環境」グループ

公園や桜並木など、都市の緑化が進んだ。自
治会との協働により環境美化、ごみの分別等
ができている。

進んだ !
市内や市外への公共交通、広域幹線道路など
の交通アクセスや、生活道路などで充実が求
められる。

進まなかった…
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　分野別に、重点的に取り組むべき施策について意見交換を行いました。分野別の結果は次
のとおりです。

②重点を置くべき取り組み

　自主防災活動の活性化や、交通安全、自治会コミュニティ活動
の促進など、市民の命や安全・安心等に関わる分野、市民に最も
身近な地域活動等の分野に重点を置いてほしい。
　いずれも市民自身の参加を促進し、活動を活性化することが重
要であるため、興味・関心のない市民に参加してもらうためにも、
継続して啓発や情報発信などを進めていくことが必要である。

「市民協働、防災・防犯」グループ

防災や防犯、自治会など、地域の安全・安心を守る活動への
市民参画重点

　学校教育において、生活の中でのゆとりの確保、命の大切さに
ついての学習や自己肯定感を高める取り組み、食育など、子ども
たちの将来のために豊かな心、健やかな体を育むための活動を求
めていきたい。
　大人に対する学びについては、より参加しやすい生涯学習機会
の充実や、地域教育の重要性の周知・活動の活性化を進め、市
民がまちづくりの担い手として活躍できるような学習や意識づくり
を進めてほしい。

「教育・文化・スポーツ」グループ

子ども：命の大切さやゆとり、自律など、子どもたちの心を育てる教育
大人　：市民がまちづくりで活躍するための学びの機会づくり重点

　これからの時代においては、地域福祉の推進に力を入れていく
必要がある。また、高齢化がさらに進むことで増加することが予
想される認知症高齢者への対策や、高齢者の自立や生活の支援を
進めることが重要になる。また、子どもへの虐待やドメスティック・
バイオレンスへの対応強化にも、ぜひ取り組んでほしい。

「保健・医療・福祉・社会保障」グループ

進む高齢化に対応するための
地域福祉・高齢者福祉の充実重点
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　各務原市の地域資源や特産品がまだ広く知られていないので、
知名度を高めるための取り組みや、シティセールスの展開などによ
り産業の振興を進めてほしい。
　その他、企業誘致や工場等の集約によるものづくりの活性化や、
若者や外国人などの多様な人材の育成、情報化に対応した知識向
上・活用環境の整備などが必要である。

「産業」グループ

各務原市の魅力を発信するシティセールスによる
様々な産業の振興重点

　生活道路の狭さへの対応や、駅までのアクセスの向上、交通弱
者（車を持たない子どもや高齢者）に対応した公共交通の充実な
どにより、生活しやすくするための都市基盤整備を進めてほしい。
　環境に関しては、ごみの分別に関する意識・知識を高めるなど、
市民に身近な、生活に密着したところから取り組みを進めていく必
要がある。

「基盤整備、環境」グループ

道路・公共交通の充実などによる
移動しやすいまちづくり重点
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　未来を担う中学生が、各務原市のまちについて日頃から感じていること、考えていることな
どを抽出するとともに、柔軟な発想でまちづくりへの提案を出してもらうことを目的に、川島中
学校と鵜沼中学校の３年生を対象としてワークショップを開催しました。

5 まちづくり中学生ワークショップ
（1）まちづくり中学生ワークショップの概要

■開催プログラム

＜川島中学校＞

＜鵜沼中学校＞

回（開催年月日） 内容

第１回（平成 26年１月30日）
各務原市の「すごい！」と「おしい！」
　各務原市の良いところと悪いところについての意見交換

第２回（ 　 〃　 ２月４日）
こうしたらもっといいやん☆みんなの各務原
　第１回目の意見交換から出されたポイントから、理想の
　各務原市にするためにできることのアイデアを出しあう

回（開催年月日） 内容

第１回（平成 25年 12月９日）
地方の政治と自治
　防災・教育・福祉などをテーマに、政治への関わり方や
　新事業の提案を行う

第２回（平成 26年２月18日）
住みたくなるのはこんなまち
　「将来もずっと住みたいまち」についての意見交換
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　川島中学校の３年Ａ組を６つの班に分けて、各務原市の「すごい！」（良いところ）と「おし
い！」（悪いところ）をテーマに、グループワークを行いました。また、各班で大切なポイント
を１つ～２つ抽出し、自分たちでできることについて話しあいました。

　各務原市の「すごい！」（良いところ）と「おしい！」（悪いところ）の中で、特に大切にし
たいポイントとしては、交通の利便性や生活のしやすさ、自然の豊かさを残すことをあげる意
見が多くみられました。

（2）まちづくり中学生ワークショップからの意見

①各務原市の「すごい！」と「おしい！」、こうしたらもっといいやん☆みんなの各務原

　６グループすべてで出された意見は、自然が多いこと、緑や水がきれいである
こと、公園や河川環境楽園などの遊ぶ場所がたくさんあることです。また、自衛
隊や各務原キムチなどの、まちならではの特徴や、地域活動が盛んなこと、イベ
ントが多いことなど、人との交流が中学生にとってまちの魅力と感じられているこ
とがうかがえました。

各務原市の
“すごい!”

　「おしい！」と感じているところについては、バスや鉄道などの公共交通に関す
る意見が多く出されています。その他、ショッピングセンターやコンビニなどの、
買い物する場所を増やしてほしいという意見も多く出ましたが、特に中学３年生と
いうこともあって、高校や大学への通学を心配する意見もみられました。

各務原市の
“おしい!”

★交通の便がいいまちにしたい ★楽しいまち　
★施設が整い、自然豊かなまち ★自然豊かなまち
★生活しやすいまちに！ ★ボランティアのあふれるまち
★交通が便利で安心して暮らせるまちがいい ★便利なまち
★快適に暮らせるまち

中学生の想い ～大切なポイント～

こうしたらもっといいやん★みんなの各務原
～自分たちでできること～

施設を大切に使う
ボランティア活動
を増やす 地域の清掃に参加!自分からあいさつ!

地域との関わりを
大切にする ごみを拾う 自転車に正しく乗る交通ルールを守る
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　鵜沼中学校の３年３組を６つの班に分け
て、「住みたくなるのはこんなまち」をテー
マに、グループワークを行いました。

②住みたくなるのはこんなまち

　自然が多いことや水や空気の美しさがまちの良さとして認識されており、将来のまちに対しても
「木曽川をきれいに」「河川の汚れをなくす」といった河川環境の保全や、「外来種への対策」と
いう生物多様性の保全に関する意見が出されています。さらに、「リサイクル活動をもっと活発に」
などの、まちや自然環境をきれいに保つための市民の取り組みを活性化するアイデアも出されま
した。

自然

　高速道路や国道があること、交通の便が良いことが良い点としてあげられましたが、一方で「狭
い道路が多い」ことや、「街灯を増やす」「カーブミラーの設置」「危険な道をなくす」「自転車道
の整備」といった、安全な生活道路を求める意見も出されています。また、公共施設については、
スポーツをする場所がほしいという意見が複数みられました。

都市基盤

　各務原市は航空祭や桜まつり、各務原キムチなどの観光資源が充実していますが、より一層各
務原市をＰＲするために「有名なものをつくる」ことや、「インパクトのあるキャラクターをつくる」
「テーマパークをつくる」といった、大きな夢も出されました。

産業

　保健・福祉・医療については、まちの良い点として高齢者の施設が多いことや、中学生までの
医療費無料制度があげられ、さらに将来を見据え、「子育ての負担を減らす」ことや「介護施設
の充実」「もっと病院がほしい」といった意見が出されました。

保健・福祉・医療
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6 指標一覧
思いやりとふれあいのある協働のまち（市民協働）基本目標１

1　市民協働
区分 項目名 現状値 目標値

主観的指標
市民のアイデアや意見が市政に反映されている
と感じる市民の割合

18.4%（H26） 　UP

まちづくりに関わりたいと思っている市民の割合 33.0%（H26） 　UP
客観的指標 まちづくり活動助成金交付事業数 23事業（H26実績） 130事業

心豊かで文化を育む人づくりのまち（教育・文化・スポーツ）基本目標 2

1　学校教育
区分 項目名 現状値 目標値

主観的指標

将来の夢や目標があると答える児童生徒の割合 70.9%（H25） 　UP

授業を良く理解できていると感じる児童生徒の
割合

82.9%（H25） 　UP

客観的指標

優秀児童生徒表彰者数 477人（H25） 2,000人

全国統一基準の体力テストにおいて高評価を得
た児童生徒の割合

小学生 28.3%
中学生 40.4%

（H24～25平均）

小学生 37.6%
中学生 45.8%

２　自治会・広報活動
区分 項目名 現状値 目標値

主観的指標

１年以内に地域の行事（お祭り、清掃、レクリエー
ションなど）に参加した市民の割合

44.8%（H26） 　UP

市から発信される情報がわかりやすいと感じる市
民の割合

50.8%（H26） 　UP

客観的指標
地域社会活動補助金を利用している自治会の割合
（年間）

23.5%（H25実績） 30.0%

３　人権・平和
区分 項目名 現状値 目標値

主観的指標 人権を尊重しあえていると感じる市民の割合 64.7%（H26） 　UP

客観的指標
人権啓発事業への参加者数（年間） 1,285人（H25実績） 1,500人
外国籍市民サポートボランティア数 253人（H25末） 400人
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2　青少年教育
区分 項目名 現状値 目標値

主観的指標

地域ぐるみで、青少年の健全育成が行われてい
ると感じる市民の割合

39.5%（H26） 　UP

地域の活動やボランティア活動に参加する青少
年が多くなったと感じる市民の割合

13.0%（H26） 　UP

客観的指標 ふれコミ隊加入者率 6.5%（H26末） 7.8%

4　芸術・文化・歴史
区分 項目名 現状値 目標値

主観的指標
芸術や文化に親しむ機会が充実していると感じ
る市民の割合

37.3%（H26） 　UP

客観的指標
芸術・文化活動への参加団体数 ─ 5団体
歴史セミナー等受講者数（年間） 55人（H25未） 150人

3　学びの機会
区分 項目名 現状値 目標値

主観的指標
生涯学習講座等の内容に満足した参加者の割合 69.7%（H25） 　UP
身近に学びの機会があると感じる市民の割合 43.7%（H26） 　UP

客観的指標
生涯学習講座参加者数（年間） 7,669人（H25実績） 8,000人
クラブ・サークル等の地域活動件数（年間） ─ 300件

5　スポーツ
区分 項目名 現状値 目標値

主観的指標
身近にスポーツに親しむ機会や環境があると感
じる市民の割合

50.4%（H26） 　UP

日常的に運動を行っている市民の割合 43.7%（H26） 　UP

客観的指標
各種スポーツスクール参加者数（年間） 251人（H25実績） 430人
軽スポーツ大会参加者数（年間） 281人（H25実績） 380人

豊かな自然と調和する共生のまち（環境）基本目標 3

1　環境保護・保全活動
区分 項目名 現状値 目標値

主観的指標
日常生活において、環境問題を意識している市
民の割合

78.4%（H26） 　UP

客観的指標 環境教室などへの参加者数（年間） 2,800人（H25実績） 3,000人
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2　循環型社会
区分 項目名 現状値 目標値

主観的指標 ごみを確実に分別し、排出している市民の割合 93.7%（H26） 　UP

客観的指標
リサイクル率（年間） 29.9%（H25実績） 30.0%
一人一日当たりのごみ排出量 957g（H25実績） 890g

3　生活環境
区分 項目名 現状値 目標値

主観的指標
家庭でできるＣＯ２削減に積極的に取り組んでい
る市民の割合

67.5%（H26） 　UP

客観的指標 汚水衛生処理率 84.4%（H25末） 91.1%

元気があふれる健やかなまち（保健・医療）基本目標 4

1　健康づくり
区分 項目名 現状値 目標値

主観的指標
日頃から、健康維持のために何かに取り組んで
いる市民の割合

60.5%（H26） 　UP

客観的指標
人口 10 万人当たりの三大生活習慣病（がん、
心疾患、脳血管疾患）による死亡率（年間）

52.7%（H24実績） 50.0%
以下

各種健康講座の参加者数（年間） 5,033人（H25実績） 5,500人

3　地域医療
区分 項目名 現状値 目標値

主観的指標 かかりつけ医がいる市民の割合 57.5%（H26） 　UP

客観的指標
市内医療機関で訪問診療を実施している医療機
関の割合

71.3%（H26） 75.0%

2　保健・予防
区分 項目名 現状値 目標値

主観的指標 定期的に健康診査を受けている人の割合 71.4%（H26） 　UP

客観的指標

特定保健指導実施率（年間） 15.6%（H24実績） 35.0%

40 歳代及び 50 歳代の歯周疾患検診の受診率
（年間）

6.0%（H25実績） 9.0%
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支えあいと笑顔あふれる思いやりのまち（福祉・社会保障）基本目標 5

1　地域福祉
区分 項目名 現状値 目標値

主観的指標

困った時に、隣近所で助けてもらえる人がいると
思っている市民の割合

71.5%（H26） 　UP

高齢者や障がい者に対して手助けを心がけてい
る市民の割合

77.0%（H26） 　UP

客観的指標
地域における福祉活動拠点（ボランタリーハウ
ス等）の数

88拠点（H25末） 100拠点

2　社会保障
区分 項目名 現状値 目標値

客観的指標

国民健康保険料の収納率（年間） 92.6%（H25実績） 93.0%

就労支援事業に参加した生活保護受給者の就職
率（年間）

50.0%（H25実績） 60.0%

3　高齢者福祉
区分 項目名 現状値 目標値

主観的指標

老後も安心して暮らせると思う市民の割合 27.6%（H26） 　UP

高齢者にとって、知識や経験を活かせる場があ
ると思う市民の割合

25.4%（H26） 　UP

客観的指標
かかみがはら安心ねっとわーくの加盟事業所数 63事業所（H25末） 300事業所
高齢者人口に占める要支援・要介護認定者の割合 14.3%（H26.4.1） 14.0%

4　障がい児者福祉
区分 項目名 現状値 目標値

主観的指標
公共的な施設が障がい児者でも使いやすい施設
となっていると思う市民の割合

28.6%（H26） 　UP

障がい児者相談窓口の満足度 80.4%（H26） 　UP

客観的指標
就労継続支援Ａ型事業の利用者数（年間） 105人（H25実績） 120人
市内の障がい児者短期入所受入れ施設数 2施設（H26） 6施設
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いつまでも住み続けたい安全・安心のまち（防災・防犯）基本目標 6

1　防災体制
区分 項目名 現状値 目標値

主観的指標
災害用備蓄品を準備している世帯の割合 57.2%（H26） 　UP
災害時の一次避難所を知っている市民の割合 90.0%（H26） 　UP

客観的指標
防災リーダー育成数 46人（H25末） 69人
木造住宅耐震診断件数 858棟（H25末） 1,458棟

2　消防・救急
区分 項目名 現状値 目標値

主観的指標 火災予防を心がけている市民の割合 87.7%（H26） 　UP

客観的指標

住宅用火災警報器条例適合率 63.1%（H26） 78.0%
救急救命士搭乗率 89.7%（H25末） 100.0%

救命講習受講者数 31,214人
（H21～25の合計）

35,000人
（H27～31の合計）

3　防犯・交通安全
区分 項目名 現状値 目標値

主観的指標
交通マナーが良いまちだと感じる市民の割合 42.1%（H26） 　UP
治安が良いまちだと感じる市民の割合 61.0%（H26） 　UP

客観的指標
犯罪認知件数（年間） 2,039件（H25実績） 1,835件
人身交通事故発生件数（年間） 850件（H25実績） 765件

4　市民相談
区分 項目名 現状値 目標値

主観的指標
消費者トラブル時の相談場所を知っている市民
の割合

28.3%（H26） 　UP

客観的指標 消費生活相談件数（年間） 291件（H25実績） 380件

5　子ども福祉
区分 項目名 現状値 目標値

主観的指標

子育てしやすい環境が整っていると感じている市
民の割合

41.6%（H26） 　UP

子育てについて相談する人や場所があると思って
いる市民の割合

60.7%（H26） 　UP

客観的指標
子育てボランティア登録者数 269人（H25末） 350人
育児に関する研修会参加者数（年間） 593人（H25実績） 650人
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便利で快適に暮らせるまち（基盤整備）基本目標 7

1　都市空間
区分 項目名 現状値 目標値

主観的指標
自然と調和した美しいまちなみが整っていると感
じる市民の割合

69.7%（H26） 　UP

歩道を安心して通ることができると感じる市民の割合 51.9%（H26） 　UP
客観的指標 都市緑化に対する助成件数 446件（H25末） 600件

2　交通体系
区分 項目名 現状値 目標値

主観的指標
円滑に移動できる道路網が整備されていると感
じる市民の割合

53.8%（H26） 　UP

客観的指標
市道整備（新設・改良）延長 ─ 7,000m
狭あい道路整備件数 15件（H25末） 45件
歩道バリアフリー化整備延長 ─ 8,000m

3　上下水道・河川
区分 項目名 現状値 目標値

主観的指標
各務原の水道水を安心して飲むことができると感
じる市民の割合

79.9%（H26） 　UP

客観的指標
下水道普及率 77.1%（H25末） 83.5%
雨水幹線整備延長 37km（H25末） 39km
水道管路の耐震化率 23.6%（H25末） 33.4%

4　都市基盤の機能強化
区分 項目名 現状値 目標値

主観的指標
身近な公園や道路などで再生が図られ、利用し
やすくなったと感じる市民の割合

53.1%（H26） 　UP

客観的指標
幹線道路の舗装打換実施路線数 ─ 6路線
橋梁耐震補強・補修箇所数 ─ 15橋
公園施設の長寿命化・リニューアル数 41箇所（H25末） 85箇所

5　公共交通
区分 項目名 現状値 目標値

主観的指標 ふれあいバスを利用しやすいと感じる市民の割合 14.8%（H26） 　UP

客観的指標 ふれあいバスの年間利用者数 135,620人
（H25実績）

200,000人
以上
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賑わいと創造性を感じる活力あるまち（産業）基本目標 8

1　都市ブランド
区分 項目名 現状値 目標値

主観的指標
住み続けたいと思う市民の割合 74.5%（H26） 　UP
活気がある賑やかなまちと思う市民の割合 39.9%（H26） 　UP

客観的指標 地域ブランド調査による本市の魅力度 3.5点（H25実績） 7.0点

3　商業
区分 項目名 現状値 目標値

主観的指標

創業塾参加者の満足度 76点（H25） 　UP
商店主等の満足度 68.8%（H26） 　UP

食料品などの買い物に不自由を感じない市民の
割合

80.4%（H26） 　UP

客観的指標 創業塾参加者数（年間） 20人（H25実績） 20人

2　工業
区分 項目名 現状値 目標値

主観的指標 支援企業の満足度 81.0%（H25） 　UP

客観的指標 製造品出荷額等（年間） 6,707億円
（H24実績） 7,000億円

4　観光・交流
区分 項目名 現状値 目標値

主観的指標
活気がある賑やかなまちと思う市民の割合
（再掲）

39.9%（H26） 　UP

客観的指標 観光入込客数（年間） 576万人
（H21～25の平均） 576万人

5　農業
区分 項目名 現状値 目標値

主観的指標 地元産の農産物を意識して購入する市民の割合 41.9%（H26） 　UP
客観的指標 担い手の耕作面積 138.7ha（H25末） 200.0ha
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持続可能な自立した地域経営のまち（行財政）基本目標 9

1　行政運営
区分 項目名 現状値 目標値

主観的指標
満足度の高い行政運営が行われていると感じる
市民の割合

29.5%（H26） 　UP

客観的指標
職員一人当たりの研修受講回数（年間） 1.0回（H25実績） 1.3回
カイゼンの提案件数（年間） 271件（H25実績） 300件

3　広域連携
区分 項目名 現状値 目標値

客観的指標
国・県・他市等との交流職員数（延べ） 10人（H25末） 延べ60人
電算共同化自治体数 2団体（H25末） 3団体

2　財政運営
区分 項目名 現状値 目標値

主観的指標 税金が有効に使われていると思う市民の割合 20.6%（H26） 　UP

客観的指標
実質公債費比率 2.0%（H24実績） 2.0%
市税収納率（年間） 94.8%（H25実績） 95.0%

6　雇用
区分 項目名 現状値 目標値

主観的指標
求職活動の環境が整っていると感じている市民
の割合

18.2%（H26） 　UP

雇用対策懇談会参加企業の満足度 66.7%（H26） 　UP

客観的指標
航空宇宙産業総合人材育成事業セミナー市内受
講者の延べ人数

327人（H25末） 350人

雇用・人材育成推進協議会の会員企業数 86社（H25末） 90社
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３R
環境への負荷の少ない循環型の社会を形成するための廃棄物に対する３つの取り組みである発
生抑制（Reduce）、再使用（Reuse）、再生利用（Recycle）のこと。

６次産業化
農業や水産業などの第１次産業が食品加工（第２次産業）や流通販売（第３次産業）にも業
務展開すること。

AED
「Automated External Defibrillator」の頭文字をとったもの。自動体外式除細動器。心停
止状態になった時に、電気ショックを与えて正常な働きに戻す医療機器のこと。

BCP（事業継続計画）
「Business Continuity Plan」の略称で、大災害や大事故、疫病の流行、犯罪被害、社会的
混乱など、通常業務の遂行が困難になる事態が発生した際に、企業等において事業の継続や
復旧を速やかに遂行するために策定される計画。

GDP
国内総生産（Gross Domestic Product）とは、一定期間内に国内で産み出された付加価値
の総額のこと。

ICT
ＩＴ（情報技術）に、コミュニケーション（通信、意思疎通）の概念を加えたものであり、ネッ
トワーク通信により知識や情報を共有すること。

NPO
「NonProfi t Organization」または「Not for Profi t Organization」の略称で、様々な社会
貢献活動を行い、団体の構成員に対して収益を分配することを目的としない団体の総称。

SNS
「Social Networking Service」の略称で、インターネット上で友人を紹介し合って、個人間
の交流を支援するサービス。誰でも参加できるものと、友人からの紹介がないと参加できない
ものがある。

7 用語説明
数字・アルファベット 序
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TPP（環太平洋戦略的経済連携協定）
「Trans-Pacifi c Partnership」の略称で、環太平洋諸国が締結を目指して交渉を行う広域的
な経済連携協定のこと。

アジアNo.1航空宇宙産業クラスター形成特区
当地域が、我が国の経済成長のエンジンとなる産業・機能の集積拠点形成に向けた取り組み
を総合的に支援する「国際戦略総合特区」制度の指定を受け、シアトル（米）、ツールーズ（仏）
に肩を並べる航空宇宙産業の集積地を形成することを目指す取り組みのこと。

アルゼンチンアリ
ハチ目アリ科カタアリ亜科アルゼンチンアリ属に分類されるアリの一種。駆除や根絶が容易で
はなく、農作物の芽や蕾等を傷つけ被害を与えるほか、侵入地では、在来のアリの種数が著し
く減少するなど、生態系を破壊することから国際自然保護連合が「世界の侵略的外来種ワース
ト100」に選定し、日本においても特定外来生物に指定されている。

一次避難所
原則小学校区ごとに１箇所ずつ指定されている避難所で、防災備蓄倉庫が設置してあり、災
害時には、現地連絡所が開設される。

雨水幹線
側溝などに集水した雨水を流す主要な下水管渠のこと。

エリア担当職員
各地域の自治会活動等に積極的に関わり、地域課題の解決に向けた助言や情報提供など、地
域と行政とのパイプ役となって活動する職員。

応急手当
けが人や急病人がでた場合に、専門の医師による治療を受けるまでの間に、一時的に行う手
当てのこと。

汚水衛生処理率
下水道のほか、農業集落排水施設、コミュニティ・プラント（地域し尿処理施設）、合併処理
浄化槽等により、汚水が衛生的に処理されている人口の割合。

温室効果ガス
地球温暖化の原因となる温室効果をもたらす気体（CO2、フロンガス、メタンガス等）の総称。

あ行
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カイゼン運動
民間経営手法を取り入れ、市政運営に徹底した市場原理を導入するもの。

買い物弱者
住んでいる地域で食料品等の日常の買い物に困難を感じる人たちのこと。

かかみがはら安心ねっとわーく
民間事業所と地域住民と市が連携し、孤立死防止や安否確認、行方不明者の早期発見を行う
ための情報共有を図るネットワークを構築する事業。

各務原キムチ
キムチ日本一の都市研究会が研究・開発したキムチ。各務原市の特産物であるにんじんと、
栄養価も高くマイルドな味となる松の実が入っていることが定義。

かかみがはら航空宇宙科学博物館
戦前・戦後の国産機の資料を収集するとともに、日本の航空技術開発に寄与した実験機など
を重点的に展示している博物館。

核家族世帯
夫婦のみの世帯、夫婦と子どもからなる世帯、男親と子どもからなる世帯 、女親と子どもから
なる世帯のこと。

河川環境楽園
国営公園、岐阜県営公園、自然共生研究センター、東海北陸自動車道・川島 PA及びハイウェ
イオアシスから構成された複合型の公園。

学校経営振興事業
学校の裁量権を拡大し、「自主・自立的な学校運営」を推進するため、学校の特色・独自性
のある事業に必要な予算を交付するほか、児童生徒の主体的な取り組みについても活動予算
を交付する事業。

合併浄化槽
水洗トイレからの汚水 (し尿 )や台所、風呂などからの排水 (生活雑排水 )を処理し、きれい
な水にして放流するための施設。現在の法律 (平成 12 年改正以降 )では、浄化槽とは合併
浄化槽のことを言う。

か行
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観光入込客数
観光地点及び行祭事・イベントに訪れた人の数のこと。

キャリア教育
児童生徒一人ひとりの勤労観や職業観を育てる教育のこと。

救急救命士
病院などに傷病者を搬送するまでの間に、医師の指示のもとで、救急救命処置を行うことので
きる資格を持った人のこと。

救助工作車
火災で逃げ遅れた人や交通事故で車内に閉じ込められた人などを救助することを目的につくら
れている。ウィンチ、クレーン、照明装置などの設備のほか、多くの救助器具を積載している。

競技スポーツ
一定の規則に従って、技術や運動能力の優劣を互いに競うスポーツ。

教職員パワーアップ事業
指導力向上を目指す教職員を募り、特別講師による前・後期各６か月間の「教員パワーアップ塾」
及び「若手教員指導力向上セミナー」を開講し、教職員の授業力及び資質の向上を図るほか、
英語指導力の向上のため外部講師による研修を行う事業。

近隣ケアグループ
ひとり暮らしの高齢者や高齢者世帯など、様々な不安や不自由を持ちながら生活している方が、
地域の中で安心して暮らしていけるよう、誰でも無理なくできる「見守り・声かけ活動」など
を行う、地域の人たちによるボランティアグループ。

景観計画
景観法に基づき、平成 18年 5月に策定。全市域における建物の高さの最高限度や、大規模
建築物等の外観の色彩の制限等を定めている。

経常収支比率
経常経費充当一般財源（人件費、扶助費、公債費などの毎年経常的に支出される特定の財源
をもたない経費）を経常一般財源（毎年経常的に収入される一般財源）で割ったもの。低い
ほど臨時的な経費（投資的経費など）にまわす財源を確保できることになり、高いほど経常的
な経費が財政を圧迫して、財政構造の弾力性が低いことになる。
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健康寿命
介護を受けたり、病気で寝たきりになったりせず、自立して健康に生活できる期間のこと。

健康スポーツ
健康の維持や増進を目的としたスポーツ。

減災
災害による被害をできるだけ小さくする取り組みのこと。

高規格救急車
救急救命士が、高度な救急救命処置を安全に施すために必要なスペースが確保され、高度救
急救命処置資器材を積載した救急車のこと。

航空宇宙産業総合人材育成事業セミナー
川崎岐阜協同組合とＶＲテクノセンター、各務原市が提携し、航空機宇宙産業の中核を担う人
材に対して行っている各種セミナーを運営する事業。

耕作放棄地
以前耕地であったもので、過去１年以上作物を栽培せず、しかもこの数年の間に再び耕作する
考えのない土地のこと。

交通安全運動
交通事故防止の徹底を図ることを目的として、年４回実施されている交通安全に関する啓発活動。

高度救助資機材
大規模災害や特殊災害時に、倒壊建物の下敷きや、生き埋めとなった生存者の発見、濃煙や
暗闇の中での被災者の発見・救助等のために使用する資機材。

公徳心
社会生活における道徳を重んずる心。

高齢者趣味のクラブ
同じ趣味を持つ60歳以上の方で結成した、詩吟・歌謡・囲碁・俳句などのクラブ。
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高齢者総合プラン
老後も安心して暮らせるまちづくりを目指し、地域の実情に応じた高齢者福祉・介護保険の体
制を計画的に確保するための３か年の計画。

コーホート要因法
コーホートとは、同年（または同期間）に出生した集団のことを言い、コーホート要因法とは、
その集団ごとの時間変化（出生、死亡、移動）を軸に人口の変化をとらえる推計方法のこと。

こころの体温計
パソコンや携帯電話から、心のストレスや落ち込み度を簡単にチェックできるシステム。各務
原市のウェブサイトから利用可能。

こども環境教室
子どもたちが、遊びや学習を通じて楽しみながら環境や自然の大切さを学ぶことができる事業。

雇用・人材育成推進協議会
労働力確保を図るための各種雇用対策を行っている市内の事業所で組織する団体。

ごんぼ積み
木曽川の中洲に位置する川島地区において、洪水への備えとして、屋敷を土盛りした周りに設
けられた玉石積み。洪水に耐えられるように技巧をこらして積み上げられ、その石積みに挟ま
れるように細い路地が竹林や社寺を結ぶ独特の景観が残る。

災害時要援護者
高齢者、障がい児者、乳幼児等の防災施策において特に配慮を要する方のこと。

財政力指数
地方公共団体の財政力を示す指数で、その団体が標準的な行政を行う場合に必要な一般財源
額（基準財政需要額）のうち、どの程度地方税等の収入（基準財政収入額）でまかなえるか
を示したもの。基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去３年間の平均値。
財政力指数が高いほど、普通交付税算定上の留保財源が大きいことになり、財源に余裕があ
ると言える。

さ行
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産学官連携
「産」は民間企業やNPO等を、「学」は教育機関や研究機関を、「官」は国、地方公共団体を指し、
それぞれが持っている人材・設備・研究成果等を、新たな製品・技術の開発や、技術力の強化等
の課題解決に利用するもの。

市街化調整区域
市街化を抑制し、優れた自然環境等を守る区域として、開発や建築が制限されている区域のこと。

自主防災組織
「共助」の精神に基づき、主に自治会を基礎単位として結成された、災害による地域の被害を
予防・軽減するための活動を行う組織。

自然エネルギー
太陽光発電や風力発電など、自然から生み出されるエネルギーのことであり、地球温暖化の原因
となる二酸化炭素の排出量が少なく、化石燃料由来のエネルギーと比べ、クリーンなエネルギー。

実質公債費比率
公債費による財政負担の程度を客観的に示す指標で、実質的な公債費に費やした一般財源の
額が標準財政規模に占める割合を表すもの。

シティプロモーション
まちの魅力を発見、発掘、創造し、さらに磨きあげ、まちが持つ様々な地域資源を国内外に発
信することで、自らのまちの知名度や好感度を上げ、地域そのものを全国に売り込む活動のこと。

児童発達支援センター
障がいのある児童を通所させて、日常生活における基本的動作の指導、自活に必要な知識や
技能の付与または集団生活への適応のための訓練を行う施設。

シニアクラブ
60 歳以上の高齢者で組織された、会員の親睦と、教養・健康・社会参加を高めるためのクラブ組織。

市民講師登録制度
文化・スポーツ・芸術活動など、様々な機会で得られた成果を市民が講師として広く伝えて分
かちあい、特技や知識・経験を地域で活かすための登録制度。

社会保障関係費
国や自治体の予算で、社会保障に関する支出をまとめる勘定科目。社会保障費、生活保護費、
社会福祉費、保健衛生対策費、失業対策費からなる。
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社会保障費
年金、医療、介護、雇用、生活保護等の社会保障に係る経費のこと。

住宅用火災警報器
火災報知機の一種で、主に一般住宅に設置され、煙や熱を感知して音声やブザー音で火災の
発生を知らせてくれる警報器のこと。

就労継続支援A型事業
企業等に就労することが困難な人で、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65
歳未満の対象者に対し、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及
び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行う事業。

就労支援コーディネーター
就労への手続き、事業所との連絡のとり方、通勤の方法、職場での悩みなど、障がい者に寄
り添って就労に向けての支援、調整を行う者。

障がい者アート作品展
障がい者の社会参加や、市民の障がい者作品への理解を図るため、障がいのあるなしを超え
て交流できる芸術文化活動。平成 23年度から開催。

障害者虐待防止法
平成 23 年６月に制定された、障がい者に対する虐待の禁止、国等の責務、障がい者虐待を
受けた障がい者に対する保護及び自立の支援のための措置、養護者に対する支援のための措
置等を定めた法律。

障害者差別解消法
平成 25年 6月に制定された、すべての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることな
く、相互に人格と個性を尊重しあいながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差
別の解消を推進することを目的とした法律。

障害者自立支援法
平成 17年 10月に制定された、身体・知的・精神の３つの障がい福祉サービスの一元化と福
祉施設・事業体系の再編、就労支援の強化、施設入所者などの地域生活への移行、安定的な
財源を確保するための利用者負担の見直しなど、障がいのある人に対する支援施策を大きく変
更した法律。利用者負担の増加などの様々な問題を受け、「障害者自立支援法」は廃止され、「障
害者総合支援法」が制定された。

資料編
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障害者総合支援法
平成 24年６月に制定された、障がい福祉サービスの充実等障がい者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するため、新たな障がい保健福祉施策を講ずるための法律。この法律の施
行により、平成 25 年 4月1日から「障害者自立支援法」を「障害者総合支援法」とすると
ともに、障がい者の定義への難病等の追加、重度訪問介護の対象者の拡大、ケアホームのグルー
プホームへの一元化などが実施された。

消防ボランティア隊
主に消防団を退団した者で構成されている、火災・地震・風水害等の災害時及び消防防災訓
練等において、消防団の育成及び諸活動に協力・支援する組織。

受動喫煙
室内またはこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされること。

循環型社会
大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会に代わるものとして提示された概念で、「天然資源の
消費が抑制され、環境への負荷ができる限り低減された社会」のこと。

消費生活
人が生活を行っていく中で、商品やサービスを購入してそれを消費するという部分のこと。

消費生活相談員
国・地方公共団体等が行う消費生活相談業務に携わる相談員のこと。

消防水利
消防活動を行う際に使用する水利施設のことで、消火栓、防火水槽、河川や学校のプールな
どのこと。

情報セキュリティポリシー
情報資産の情報セキュリティ対策について、総合的・体系的かつ具体的にとりまとめたもの。
どのような情報資産をどのような脅威から、どのようにして守るのかについての基本的な考え
方と、情報セキュリティを確保するための体制、組織及び運用を含めた規程。

情報モラル
情報社会で適正な活動を行うための基になる考え方と態度のこと。
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食育
生きる上での基本であって、知育・徳育・体育の基礎となるものであり、様々な経験を通じて「食」
に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育
てること。

食生活改善協議会
「私達の健康は私達の手で」のスローガンのもとに、幼児から高齢者までの、食育に関わる事
業を、調理実習や講話を通して、普及啓発に取り組むボランティア団体。

スポーツ推進委員
スポーツ基本法第 32条に基づき市町村教育委員会が委嘱する、市町村のスポーツ推進のた
めに活動する非常勤職員。

生活習慣病
不適切な食事、運動不足、ストレス過剰や休養の不足、喫煙、飲酒等の生活習慣に起因すると
考えられる病気のこと。代表的な生活習慣病としては、脳血管疾患、心疾患、糖尿病、高血圧、
脂質異常症、肥満等がある。高血圧症、糖尿病、脂質異常症などが子どもにも増えていることから、
概ね15歳以下の子どもの場合は、小児生活習慣病と言う。

成年後見制度
精神上の障害（知的障がい、精神障がい、認知症等）により判断能力が十分でない方が不利
益を被らないように家庭裁判所に申立てをして、その方を援助してくれる人を付けてもらう制度。

生物多様性
様々な生態系が存在すること並びに生物の種間及び種内に様々な差異が存在すること。

セーフティネット
経済的困窮者に対して、最低限の生活を続けられるようにする生活保護などの社会保障制度。

セクシュアル・ハラスメント
他の者を不快にさせる性的な言動のこと。セクシュアル・ハラスメントは、雇用の場だけでなく、
学校や地域など、様々な生活の場で起こり得る。

総合型地域スポーツクラブ
種目の多様性、世代や年齢の多様性、技術レベルの多様性を持ち、日常的に活動の拠点とな
る施設を中心に、会員である地域住民個々人のニーズに応じた活動を行う、地域に根ざした自
主運営型・複合スポーツクラブのこと。
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ゾーニング
土地を機能や用途別にまとめて、効率的に配置すること。

代替エネルギー
石油・石炭などの化石燃料や原子力に代わるエネルギーのこと。

タブレット型携帯端末
液晶ディスプレーなどの表示部分にタッチパネルを搭載した携帯情報端末の総称。

多文化共生
国籍や民族などの異なる人々が互いの文化的違いを認めあい、対等な関係を築こうとしながら
地域社会の構成員としてともに生きていくこと。

団塊の世代
第二次大戦後、昭和 22年～ 24年に生まれた世代のこと。

男女共同参画プラン
男女が共に輝く都市の実現のために、目標、課題及び具体的な施策を示した計画。

単独浄化槽
し尿のみを処理する設備。現在の法律（平成 12年改正以降）では、単独処理浄化槽につい
ては「浄化槽とみなす」（みなし浄化槽）とされ、新規に設置することは禁止されている。

地域高規格道路
全国レベルの高規格幹線道路と一体となって地域相互の交流等を強化する道路高速交通の確
保を図るため、主要都市間の連絡強化を目的とする道路。

地域社会活動補助金
自治会が地域の美化活動、安全活動及び自主防災活動等の公益的事業を行う上で必要な用具
の購入に対し、その費用の一部を補助するもの。

地域包括ケア
団塊の世代が 75歳以上となる2025 年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地
域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、利用者のニーズに応じ、住
まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される状態のこと。
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地域包括支援センター
地域における予防や介護サービスの総合的なケアマネジメント、相談、生活支援を行う地域の
中核機関。

地域防災計画
災害対策基本法に基づき、各自治体が防災のために処理すべき業務などを具体的に定めた
計画。

地球温暖化
二酸化炭素などの温室効果ガスの大気中への蓄積が主原因となって地球全体の気温が上昇す
る現象のこと。

地産地消
国内の地域で生産された農林水産物を、その生産された地域内において消費する取り組み。

地方交付税
地方公共団体の税源の不均衡を調整することによって、地方税収入の少ない団体にも財源を
保障し、どの地域においても一定の行政サービスを提供できるよう、国税５税（所得税、法人
税、酒税、消費税、たばこ税）の一定割合の額を、国が地方公共団体に対して交付するもので、
普通交付税と特別交付税がある。普通交付税は、基準財政需要額が基準財政収入額を上回っ
た場合、その財源不足が国から交付される。反対に基準財政収入額が基準財政需要額を上回っ
た場合は、普通交付税は交付されず、不交付団体となる。

地方分権
住民に身近な市町村において行政サービスを行えるようにするため、国の権限や財源等を地方
に移し、行政の仕組みを変えていくこと。

ツイッター
個々のユーザーが「ツイート」と呼ばれる140 文字以内の「つぶやき」を投稿し、そのユーザー
をフォローしているユーザーが閲覧できるサービス。

通学路見まもり隊
「できるときに　できることを　たのしみながら」を合言葉に、地域の方が小中学生の登下校
の時間帯に、あいさつや声かけを通してあたたかく安全を見守るボランティア活動。

低炭素社会
二酸化炭素の排出量を、自然が吸収できる範囲に抑えた社会のこと。

資料編
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特定外来生物
外来生物（海外起源の外来種）であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及
ぼすもの、または及ぼすおそれがあるもので、特定外来生物被害防止法で指定されたもの。

特定健診
生活習慣病の発症や重症化を予防することを目的として、内臓脂肪症候群（メタボリックシン
ドローム）に着目して実施する健康診査。

特定保健指導
特定健康診査の結果から、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣病の予防効果が多く期
待できる人に対して行う保健指導。

都市計画マスタープラン
都市計画に関する基本的な方針として、市町村が都市計画法に基づいて策定する都市の将来
像とその実現方策を体系的、総合的に示す計画のこと。

ドメスティック・バイオレンス
配偶者や恋人など親密な関係にある、またはあった者から振るわれる暴力のこと。

南海トラフの巨大地震
日本列島の太平洋沖、「南海トラフ」と呼ばれるプレートの境界付近を震源域として、発生が
危惧されている巨大地震。

二次医療機関
救急医療は、その機能分担を明確にするため、初期（第一次）、第二次、第三次の救急医療
機関により運営されている。
初期（第一次）医療機関とは、入院や手術を伴わない応急処置や治療を行う医療機関。
第二次医療機関とは、初期救急医療機関では対応困難な、入院治療を必要とする重症救急患
者の診療を行う医療機関。
第三次医療機関とは、第二次医療機関まででは対応できない、脳卒中、心筋 塞、頭部損傷
など重篤救急患者の救命医療を行う医療機関。

認知症
いろいろな原因で脳の細胞が死んでしまったり、働きが悪くなったために様々な障害が起こり、
生活する上で支障が出ている状態（およそ６か月以上継続）のこと。
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認知症ケアパス
認知症の人やその家族が、認知症と疑われる症状が発生した場合に、いつ、どこで、どのよう
な医療や介護サービスを受ければよいかを提示するもの。

認定こども園
就学前の子どもに幼児教育・保育を提供するとともに、地域における子育て支援を行うもので、
県知事から認可を受けたもの。

農商工連携
地域の特色ある農林水産物、美しい景観などの資源を有効に活用するため、農林漁業者と商
工業者がお互いの技術やノウハウを持ち寄り、新しい商品やサービスの開発・提供、販路の
拡大などに取り組むこと。

発達障がい
自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その
他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令
で定めるもの。

パブリックコメント
市町村が計画等を策定するにあたって、事前に計画等の案を示し、その案について広く市民か
ら意見や情報を募集する制度。

バリアフリー
生活環境において、高齢者や障がいのある人が普通に生活することを阻んでいる障壁（バリア）
を取り除くこと。

東日本大震災
平成 23年 3月11日に三陸沖で発生したマグニチュード9.0 の「平成 23年東北地方太平洋
沖地震」のこと。この地震による災害及びこれに伴う原子力発電所事故による災害を「東日本
大震災」と呼ぶ。

非正規労働者
就業先の事業所にパート、アルバイト、労働者派遣事業所の派遣社員、契約社員・嘱託といっ
た非正規雇用の形態で就労している労働者のこと。

は行
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ファミリーサポートセンター
育児サービスを受けたい利用会員と育児サービスを提供できるサポート会員による有償の相互
援助活動のこと。

フィルムコミッション
映画、テレビドラマ、CMなどのロケーション撮影を地域に誘致し、実際のロケをスムーズに
進めるための組織。

普通建設事業費
道路、橋りょう、学校、公園など各種社会資本の新増設事業を行う際に必要な経費。

フッ化物塗布
比較的高濃度のフッ化物溶液やゲル（ジェル）を歯科医師・歯科衛生士が歯面に塗布する方
法であり、むし歯の予防として実施されている。

ふれコミ隊
「ふれあいコミュニティー隊」の略。主に中学生が清掃活動や地域のイベントの運営などを通
じて、仲間や地域の人たちと一緒に活動し、人と人とのふれあいを深めていくことを目的に、
平成元年に設立された。

平均寿命
0 歳における平均余命のこと。

平和の折り鶴使節団
市内 17小学校の代表児童が、市民から募集した折り鶴を広島平和記念公園「原爆の子の像」
に奉納するとともに、平和教育の一環として広島平和記念資料館を見学するもの。

平和の日パネル展
産業文化センターエントランスホールにて、各務原空襲のパネル・資料の展示や、原爆写真パ
ネルの展示等を実施するもの。

防災リーダー
防災に対する正しい知識や技術を取得し、地域の防災活動に主体的・継続的に取り組むこと
が期待される人材。
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ボランタリーハウス
地域の高齢者や体の不自由な方、子育て中の方など、家に閉じこもりがちな方たちが気軽に集い、
楽しく過ごせる場所と内容を自分たちでつくっていく活動。

まちづくり活動助成
市民や市民活動団体等が知恵を出しあい、力を合わせて地域の課題解決をする「市民による
まちづくり活動」の促進を目的に、その活動や事業に要する経費の一部を助成するもの。

まちづくり活動補償制度
市民や地域の担い手が自由な発想で主体的・積極的にまちづくりに取り組めるように、市が保
険料を負担し、公益的な活動中の事故による傷害や賠償責任を負った際に補償する制度。

まちづくりミーティング
市民と市長が、まちづくりについて意見交換を行う懇談会。自治会や小さな子どもを持つ親、団
塊の世代、様々な活動や仕事に携わる方など団体やグループを広く対象とし、市内各地で開催。

緑ごみ
せん定した木の枝、刈った草、落ち葉などのごみのこと。

民生委員・児童委員
民生委員は、厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域において、常に住民の立場に立っ
て相談に応じ、必要な援助を行い、社会福祉の増進に努める方々であり、「児童委員」を兼ね
ている。

無縁社会
一人暮らし世帯の増加や雇用形態の変化、人々の価値観・ライフスタイルの変化などから、家
族、地域、会社などにおける人と人との絆が失われ、孤立する人が増える社会のこと。このよ
うな社会では、孤独死や虐待などの様々な問題が生じるおそれがあるとされている。

ヤング健診
職場などで健診を受ける機会のない18歳～ 39歳の方を対象に行う健康診査。平成 26年度
から実施している。

や行

ま行
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ユニバーサルデザイン
高齢者や障がいのある人のみならず、可能な限りすべての人を対象として想定し、「どこでも、
誰でも、自由に、使いやすく」デザインすること。

要介護者
要介護状態にある65歳以上の人。または、特定疾病（末期癌・関節リウマチ・筋萎縮性側
索硬化症・脳血管疾患など）が原因で要介護状態にある40歳以上 65歳未満の人。

幼保一体化
幼稚園と保育所の良さを合わせ、質の高い就学前教育・保育を一体的に提供すること。

リニア中央新幹線
リニア中央新幹線は、東京都から甲府市附近、赤石山脈 (南アルプス)中南部、名古屋市附近、
奈良市附近を経由し大阪市までの約 438kmを、我が国独自の技術である超電導リニアによっ
て結ぶ新たな新幹線のこと。平成 37年（2025 年）に、首都圏～中京圏で営業運転を開始す
る予定。

療育
障がいを持つ子どもが、社会的に自立することを目的とし、医療的配慮のもとで訓練等育成さ
れること。

臨時財政対策債
地方一般財源の不足に対処するため、投資的経費以外の経費にも充てるために発行される地
方債。その元利償還金は翌年度以降、地方交付税の算定要素に全額算入される実質的な地方
交付税。

労働力人口
15 歳以上の人口のうち、就業者と完全失業者を合計したもの。

ワーキングプア
働いているものの、最低限度（生活保護水準）の生活を営むための所得が得られない労働者
のこと。

わ行

ら行
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ワークショップ
もともとは仕事場、作業所、工房といった意味。まちづくりでは、一方的な知識伝達のスタイ
ルではなく、参加者が意見交換や共同作業を行いながら進める、参加体験型学習のこと。

ワーク・ライフ・バランス
「仕事と生活の調和」。老若男女誰もが、仕事、家庭生活、地域生活、個人の自己啓発など、様々
な活動について、自ら希望するバランスで展開できる状態のこと。
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（１）庁内ワーキングメンバー

所属 氏名

市長公室まちづくり推進課 尾関　淳

企画総務部防災安全課 後藤　剛

健康福祉部福祉総務課 水野　博之

健康福祉部子育て支援課 横山　美佳

産業活力部商工振興課 古田　希雄

産業活力部ブランド創造課 野々垣　安記

都市建設部都市計画課 横山　直樹

都市建設部用地課 中村　俊夫

環境水道部環境政策課 片桐　章雄

環境水道部水道施設課 山田　祐三

消防本部総務課 松下　泰之

教育委員会総務課 宮田　伸彦

教育委員会学校教育課 三輪　史子

（２）事務局
　企画総務部企画政策課

役職 氏名

企画総務部次長兼企画政策課長 鷲主　英二

企画政策課主幹 岩井　健

課長補佐兼企画政策係長（平成 25年 9月まで） 波多野　達也

主任主査兼企画政策係長 伊藤　恭啓

主任主事 深川　理代

主任主事 中田　喜将

主事 北川　英宏

序
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8 総合計画策定チーム
平成26年4月1日時点
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